
１  助成金、給付金

（１）現行どおりとするもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
テレビ共同受信施設利用組合

【補助金額等】
１１，８００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
中国残留邦人等本人とその配偶者

【対象】
中国残留邦人等本人とその配偶者

【補助金額等】
１，９２６，９８０円（平成２７年度決算）

【補助金額等】
１，６５７，０００円（平成２７年度決算）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【対象】
生活保護受給者

【対象】
生活保護受給者

【補助金額等】
５，３４０，２６４，７９４円（平成２７年度決算）

【補助金額等】
７６２，１９４，９０４円（平成２７年度決算）

【国、県等からの財源】
○生活保護負担金
  国（４分の３）、県（４分の１）
○生活困窮者就労準備支援事業費等補助
金
  国（４分の３）

【国、県等からの財源】
○生活保護負担金
  国（４分の３）、県（４分の１）
○生活困窮者就労準備支援事業費等補助
金
  国（２分の１または４分の３）

【対象】
（１）申請日において６５歳未満かつ離職後２
年以内
（２）申請者世帯の収入が基準額以下である
こと
（３）預貯金が基準額の６か月分以下かつ１
００万円以下
（４）公共職業安定所に求職の申込み。期間
の定めのない労働契約又は定めが６か月
以上の労働契約の就職を目指した就労活
動を行う

【対象】
（１）申請日において６５歳未満かつ離職後２
年以内
（２）申請者世帯の収入が基準額以下である
こと
（３）預貯金が基準額の６か月分以下かつ１
００万円以下
（４）公共職業安定所に求職の申込み。期間
の定めのない労働契約又は、定めが６か月
以上の労働契約の就職を目指した就労活
動を行う

【補助金額等】
１，４７７，６００円（平成２７年度決算）

【補助金額等】
５５４，７００円（平成２７年度決算）

【国、県等からの財源】
○生活困窮者自立相談支援事業費等負担
金
  国（４分の３）

【国、県等からの財源】
○生活困窮者自立相談支援事業費等負担
金
  国（４分の３）

【対象】
（１）生活保護を受けている者及びこれに準
ずる者
（２）成年後見制度の利用に要する費用を負
担することが困難であると市長が認める者

【対象】
（１）生活保護を受けている者及びこれに準
ずる者
（２）成年後見制度の利用に要する費用を負
担することが困難であると市長が認める者

【補助金額等】（１月につき）
○在宅
  ２８，０００円
○施設
  １８，０００円（上限）

【補助金額等】（１月につき）
○在宅
  ２８，０００円
○施設
  １８，０００円（上限）

【国、県等からの財源】
国３９％、県１９．５％、市１９．５％、１号保険
料２２％

【国、県等からの財源】
国３９％、県１９．５％、市１９．５％、１号保険
料２２％

老人福祉法等の規定に基づ
き、両市ともに同様の方法で
実施しており、引き続き存続
する。

デメリットと対応策

テレビ共同受信施設利
用組合助成金

南足柄市文化会館建設の影
響で電波障害が生じた地域の
難視聴対策として設立された
テレビ共同受信施設利用組合
に対し助成金を交付する。

現行どおりとする。

特になし 特になし
中国残留邦人等に対す
る支援給付及び配偶者
支援金

中国残留邦人等本人とその配
偶者の生活の安定を目的とし
て、その世帯の必要に応じて
生活支援、住宅支援、介護支
援等を行う。

中国残留邦人等本人とその配
偶者の生活の安定を目的とし
て、その世帯の必要に応じて
生活支援、住宅支援、介護支
援等を行う。

現行どおりとする。 国の制度のため。

特になし
級地区分の見直しにより、南
足柄市分が歳出増となる可能
性がある。

住居確保給付金支給事
業

離職者であって就労能力及び
就労意欲がある者のうち、住
宅を喪失している者または喪
失の恐れのある者に対して、
住宅手当を支給することによ
り、これらの者の住宅及び就労
機会の確保に向けた支援を行
う。

離職者であって就労能力及び
就労意欲がある者のうち、住
宅を喪失している者または喪
失の恐れのある者に対して、
住宅手当を支給することによ
り、これらの者の住宅及び就労
機会の確保に向けた支援を行
う。

現行どおりとする。 国の制度のため。

調整方針（案）一覧  （補助金、交付金等の取扱い）

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

市民サービスが維持さ
れる。

特になし
成年後見制度利用支援
助成

市長が行う後見開始等の審判
請求にかかる費用及び後見人
等に対する報酬を助成する。

市長が行う後見開始等の審判
請求及び後見人等への報酬を
助成する。

現行どおりとする。

テレビ共同受信施設利用組
合の運営を支援するため、引
続き組合運営費用の一部を
助成する。

少額の助成金額で済
む。

地デジ化に伴い、電波障害が
なくなった組合員やケーブルテ
レビ加入により、組合を脱退す
る組合員がいるため、繰越金
を取り崩して対応している状況
であり、将来、繰越金が枯渇
し、組合の運営が厳しくなる。

特になし 特になし

生活保護費

生活保護法に基づき、生活に
困窮する者に対しその困窮の
程度に応じて生活支援、住宅
支援、介護支援等を行う。

生活保護法に基づき、生活に
困窮する者に対しその困窮の
程度に応じて生活支援、住宅
支援、介護支援等を行う。

現行どおりとする。 国の制度のため。

（協議第２３号 補助金、交付金等の取扱いについて） 別紙
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
介護保険被保険者
※被保険者の所得等によって給付割合・給
付水準が異なる。また災害等の事情がある
被保険者は保険給付率の引上げ（減免）を
行う

【対象】
介護保険被保険者
※被保険者の所得等によって給付割合・給
付水準が異なる。また災害等の事情がある
被保険者は保険給付率の引上げ（減免）を
行う

【補助金額等】
厚生労働省告示に基づき算定される介護報
酬の８割又は９割（特定入所者介護（介護予
防）サービス費等は、政令等の規定に基づく
一定額を超えた額）

【補助金額等】
厚生労働省告示に基づき算定される介護報
酬の８割又は９割（特定入所者介護（介護予
防）サービス費等は、政令等の規定に基づく
一定額を超えた額）

【国、県等からの財源】
国、県、市、被保険者が、介護保険法に規
定された割合に応じて費用負担

【国、県等からの財源】
国、県、市、被保険者が、介護保険法に規
定された割合に応じて費用負担

【対象】
①特別児童扶養手当等の支給に関する法
律施行令別表２に定める両眼、両耳、両上
肢、両下肢、体 幹、精神の重度障がいが重
複し、常時特別な介護を要する在宅の２０歳
以上の者
②特別児童扶養手当等の支給に関する法
律施行令別表１に定める両眼、両耳、両上
肢、両下肢、体幹、精神の重度障がいが重
複し、常時特別な介護を要する在宅の２０歳
以下の者
③障害基礎年金、特別障害者手当の創設
に伴い廃止された福祉手当受給者で、障害
基礎年金、特別障害者手当の支給対象とな
らない者に対する経過的措置として支給

【対象】
①特別児童扶養手当等の支給に関する法
律施行令別表２に定める両眼、両耳、両上
肢、両下肢、体 幹、精神の重度障がいが重
複し、常時特別な介護を要する在宅の２０歳
以上の者
②特別児童扶養手当等の支給に関する法
律施行令別表１に定める両眼、両耳、両上
肢、両下肢、体幹、精神の重度障がいが重
複し、常時特別な介護を要する在宅の２０歳
以下の者
③障害基礎年金、特別障害者手当の創設
に伴い廃止された福祉手当受給者で、障害
基礎年金、特別障害者手当の支給対象とな
らない者に対する経過的措置として支給

【補助金額等】（１月につき）
①２６，８３０円
②③１４，６００円

【補助金額等】（１月につき）
①２６，８３０円
②③１４，６００円

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【対象】
障害者総合支援法による（全国一律）

【対象】
障害者総合支援法による（全国一律）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯 0円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上  ３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯 0円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯 0円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯 0円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）
○神奈川県市町村事業推進交付金
  県（２分の１）

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）
○神奈川県市町村事業推進交付金
  県（２分の１）

障がい福祉サービス費

障害福祉サービス（介護給付
費・訓練等給付費・特定障害
者特別給付費・計画相談支給
給付費・高額障害福祉サービ
ス費）を支給する。

障害福祉サービス（介護給付
費・訓練等給付費・特定障害
者特別給付費・計画相談支給
給付費・高額障害福祉サービ
ス費）を支給する。

現行どおりとする。
障害者総合支援法により実
施しているため、現行の実施
方法を継続する。

特になし 特になし

特になし 特になし

特別障害者手当等給付
事業

国の手当である①特別障害者
手当、②障害児福祉手当、③
経過的福祉手当を給付する。

①特別障害者手当、②障害児
福祉手当、③経過的福祉手当
の申請受理、認定、給付事務
を行う。

現行どおりとする。

特別児童扶養手当等の支給
に関する法律により実施して
いるため、現行の実施方法を
継続。

特になし 特になし

介護保険給付事業

介護保険法の規定に基づき、
要支援・要介護認定者が、介
護（介護予防）サービスを利用
した場合に、かかる費用の９割
又は８割を給付する。また、
サービス利用者の費用負担を
軽減するため、特定入所者介
護（介護予防）サービス費や高
額介護（介護予防）サービス費
等を支給する。

介護保険法の規定に基づき、
要支援・要介護認定者が、介
護（介護予防）サービスを利用
した場合に、かかる費用の９割
又は８割を給付する。また、
サービス利用者の費用負担を
軽減するため、特定入所者介
護（介護予防）サービス費や高
額介護（介護予防）サービス費
等を支給する。

現行どおりとする。
介護保険法の規定に基づく
給付内容、給付金額であるた
め。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
身体障害者・児及び難病患者

【対象】
身体障害者・児及び難病患者

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
・生活保護世帯・市民税非課税世帯  ０円
・市民税課税世帯  ３７,２００円
・市民税額４６０，０００円以上は対象外

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
・生活保護世帯・市民税非課税世帯  ０円
・市民税課税世帯  ３７,２００円
・市民税額４６０，０００円以上は対象外

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）

【対象】
事業利用者

【対象】
事業利用者

【補助金額等】
児童福祉法による
※利用者負担は原則１割（低所得者層は無
料）

【補助金額等】
児童福祉法による
※利用者負担は原則１割（低所得者層は無
料）

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）

【国、県等からの財源】
○障害者自立支援給付費等負担金
  国（２分の１）
○障害者自立支援給付費等負担金
  県（４分の１）

【対象】
○更生医療
　一定の基準に該当する１８歳以上の身体
障害者手帳所持者
○育成医療
　身体に障害のある１８歳未満の者

【対象】
○更生医療
　一定の基準に該当する１８歳以上の身体
障害者手帳所持者
○育成医療
　身体に障害のある１８歳未満のもの

【補助金額等】
総医療費の医療保険給付分及び自己負担
分（１割）の残りを給付。
【自己負担分上限額】
・生活保護世帯  ０円
・市民税非課税世帯（収入が８０万円未満）
  ２，５００円
・市民税非課税世帯（収入が８０万円以上）
  ５，０００円
・市民税（所得割）が３．３万円未満
  ５，０００円
・市民税（所得割）が３．３万円以上２３．５万
円未満
  １０，０００円
・市民税（所得割）が２３．５万円以上
  対象外

【補助金額等】
総医療費の医療保険給付分及び自己負担
分（１割）の残りを給付。
【自己負担分上限額】
・生活保護世帯  ０円
・市民税非課税世帯（収入が８０万円未満）
  ２，５００円
・市民税非課税世帯（収入が８０万円以上）
  ５，０００円
・市民税（所得割）が３．３万円未満
  ５，０００円
・市民税（所得割）が３．３万円以上２３．５万
円未満
  １０，０００円
・市民税（所得割）が２３．５万円以上
  対象外

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）、市（４分の１）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）、市（４分の１）

障害者総合支援法により実
施しているため、現行の実施
方法を継続する。

特になし 特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案）

特になし 特になし

メリット デメリットと対応策

補装具費

補装具費（厚生労働大臣の定
める者）の交付について支給
決定を行い、補装具の引き渡
し後に給付する。

補装具費（厚生労働大臣の定
める者）の交付について支給
決定を行い、補装具の引き渡
し後に給付する。

現行どおりとする。

調整内容決定の考え方

障害者自立支援医療費
給付事業（更生医療・育
成医療）

じん臓や心臓の機能障害など
で一定の基準に該当する身体
障がい者に対し、日常生活や
職業生活により適合するため
の、身体の機能障害を軽減ま
たは改善する治療に対する公
費負担。
障害者本人またはその属する
世帯の所得状況に応じて自己
負担がある。

じん臓や心臓の機能障害など
で一定の基準に該当する身体
障がい者に対し、日常生活や
職業生活により適合するため
の、身体の機能障害を軽減ま
たは改善する治療に対する公
費負担。
障害者本人またはその属する
世帯の所得状況に応じて自己
負担がある。

現行どおりとする。
障害者総合支援法により実
施しているため、現行の実施
方法を継続する。

障害児通所給付費

障害児通所支援（児童発達支
援・医療型児童発達支援・放
課後等デイサービス・保育所
等訪問支援・計画相談支給給
付費・高額障害児通所給付
費）を支給する。

障害児通所支援事業を行うも
のから障害児通所支援（児童
発達支援、医療型児童発達支
援、放課後等デイサービス、保
育所等訪問支援）を受けたとき
は、障害児通所給付費を支給
する。

現行どおりとする。
児童福祉法により実施してい
るため。

特になし 特になし

3



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉
手帳所持者

【対象】
日中において監護する者がいないため、一
時的に見守り等の支援が必要と市町村が認
めた障害者等

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【対象】
障害者手帳所持者、難病患者等

【対象】
障害者手帳所持者、難病患者等

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

日常生活用具費給付事
業

障がい者に対し、日常生活用
具を給付することにより、日常
生活の便宜を図る。

障がい者に対し、日常生活用
具を給付することにより、日常
生活の便宜を図る。

現行どおりとする。
両市とも実施内容が同じた
め。

日中一時支援サービス
事業

介護者が社会的・私的理由に
より一時的に障がい者を介護
できない場合に、日中、施設等
で見守り等を行う。

介護者が社会的・私的理由に
より一時的に障がい者を介護
できない場合に、日中、施設等
で見守り等を行う。

現行どおりとする。

対象者の表記に違いはある
が、市民サービスに影響はな
い（歳出増はなし）と思われる
ため。

特になし 特になし

特になし 特になし

デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
厚生労働省不育症研究機関に属する医療
機関、またはこれと同等の能力を有する医
療機関において夫婦が受けた保険診療対
象外の不育症治療及びその治療に係る検
査
①法律上の婚姻関係にある夫婦
②医療機関で不育症と診断され、治療の必
要が認められ実際に治療した夫婦
③夫婦ともに治療終了日及び申請日とも本
市に住民登録がある
④国民健康保険や社会保険などの医療保
険に加入していること
⑤夫婦の前年の所得（１月から５月までの申
請については前々年度の所得）の合計が７
３０万円未満であること
⑥夫及び妻に市税等の滞納がないこと夫婦
ともに医療保険各法の被保険者等であるこ
と。ただし、夫婦の一方又は双方が住民基
本台帳法の規定による本市の住民基本台
帳に記録されていない期間に係る不育症治
療等の費用は除く。

【対象】
厚生労働省不育症研究機関に属する医療
機関、またはこれと同等の能力を有する医
療機関において夫婦が受けた保険診療対
象外の不育症治療及びその治療に係る検
査
①法律上の婚姻関係にある夫婦
②医療機関で不育症と診断され、治療の必
要が認められ実際に治療した夫婦
③夫婦ともに治療終了日及び申請日とも本
市に住民登録がある
④国民健康保険や社会保険などの医療保
険に加入していること
⑤夫婦の前年の所得（１月から５月までの申
請については前々年度の所得）の合計が７
３０万円未満であること
⑥夫及び妻に市税等の滞納がないこと夫婦
ともに医療保険各法の被保険者等であるこ
と。ただし、夫婦の一方又は双方が住民基
本台帳法の規定による本市の住民基本台
帳に記録されていない期間に係る不育症治
療等の費用は除く。

【補助金額等】
１治療期間につき、助成対象費用の２分の１
の額を、３０万円を上限に助成する。初回申
請日の年度を１年度目とし、１対象者に対し
通算５年度まで助成する。

【補助金額等】
１治療期間につき、助成対象費用の２分の１
の額を、３０万円を上限に助成する。初回申
請日の年度を１年度目とし、１対象者に対し
通算５年度まで助成する。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
国民健康保険被保険者
※被保険者の年齢、所得によって給付割合
が異なる。また、減免制度もある。

【対象】
国民健康保険被保険者
※被保険者の年齢、所得によって給付割合
が異なる。また、減免制度もある。

【補助金額等】
診療報酬（公定価格）の７割～１０割

【補助金額等】
診療報酬（公定価格）の７割～１０割

【国、県等からの財源】
国、県、支払基金のほか、被保険者の保険
料などで、財源率、金額は年度により異な
る。

【国、県等からの財源】
国、県、支払基金のほか、被保険者の保険
料などで、財源率、金額は年度により異な
る。

【対象】
①国民健康保険被保険者
②死亡した国民健康保険被保険者の葬儀
を実施した人

【対象】
①国民健康保険被保険者
②死亡した国民健康保険被保険者の葬儀
を実施した人

【補助金額等】
①４２０，０００円
②５０，０００円

【補助金額等】
①４２０，０００円
②５０，０００円

【国、県等からの財源】
①普通地方税交付金措置
②市単独事業

【国、県等からの財源】
①普通地方税交付金措置
②市単独事業

【対象】
ひとり親家庭等の父又は母と児童

【対象】
ひとり親家庭等の父又は母と児童

【補助金額等】
健康保険各法の規定により、対象者が負担
すべき額

【補助金額等】
健康保険各法の規定により、対象者が負担
すべき額

【国、県等からの財源】
県（２分の１）

【国、県等からの財源】
県（２分の１）

不育症治療費助成金
不育症のために子どもを持つ
ことが困難な夫婦に対し、不育
症治療費の一部を助成する。

不育症のために子どもを持つ
ことが困難な夫婦に対し、不育
症治療費の一部を助成する。

現行どおりとする。

不育症のために子どもを持つ
ことが困難な夫婦の経済的
負担を軽減する。類似団体と
同程度の水準であるため継
続する。

特になし 特になし

特になし 特になし
国民健康保険任意給付
（出産育児一時金・葬祭
費）

任意給付として出産育児一時
金及び葬祭費の給付を行う。
①出産育児一時金
②葬祭費

任意給付として出産育児一時
金及び葬祭費の給付を行う。
①出産育児一時金
②葬祭費

現行どおりとする。
ほとんどの市町村が同じ内
容、金額で実施しており、両
市も同様であるため。

国民健康保険法定給付
国民健康保険法に基づき、保
険給付を行う。

国民健康保険法に基づき、保
険給付を行う。

現行どおりとする。
国民健康保険法等で規定さ
れた給付内容、給付金額であ
るため。

特になし 特になし

ひとり親家庭等医療費助
成

ひとり親家庭等の父又は母と
児童が、療養または医療の給
付を受けた場合に、健康保険
各法の規定により、対象者が
負担すべき額を助成する。

ひとり親家庭等の父又は母と
児童が、療養または医療の給
付を受けた場合に、健康保険
各法の規定により、対象者が
負担すべき額を助成する。

現行どおりとする。

県費補助を受けて実施してお
り、給付水準は両市とも同
一。
県補助要綱では、受診の際
の一部負担金が制度化され
ているものの、両市とも市費
で肩代わりをしている。
県内で一部負担金を課してい
る事例はなく、見直しは難し
い。

特になし 特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
医師が指定養育医療機関において入院療
育を必要と認めた未熟児

【対象】
医師が指定養育医療機関において入院療
育を必要と認めた未熟児

【補助金額等】
養育に必要な医療を現物給付

【補助金額等】
養育に必要な医療を現物給付

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【対象】
父母の離婚や死亡などによって、父または
母と生計を同じくしていない児童を養育して
いるひとり親等世帯

【対象】
父母の離婚や死亡などによって、父または
母と生計を同じくしていない児童を養育して
いるひとり親等世帯

【補助金額等】
○全部支給
  ４２，３３０円
○一部支給
  ４２，３２０円～９，９９０円（所得額により手
当の額を決定）
※第２子加算５，０００円、第３子以降は１人
当たり３，０００円。一部支給者は所得に応じ
て加算額が決定。（平成２８年８月分から、
第２子加算が最大１０，０００円、第３子以降
は１人当たり最大６，０００円）

【補助金額等】
○全部支給
  ４２，３３０円
○一部支給
  ４２，３２０円～９，９９０円（所得額により手
当の額を決定）
※第２子加算５，０００円、第３子以降は１人
当たり３，０００円。一部支給者は所得に応じ
て加算額が決定。（平成２８年８月分から、
第２子加算が最大１０，０００円、第３子以降
は１人当たり最大６，０００円）

【国、県等からの財源】
国（３分の１）

【国、県等からの財源】
国（３分の１）

【対象】
・市内に住所を有する２０歳未満の児童を養
育している母子家庭の母及び父子家庭の父
・過去に高等職業訓練給付金を受けたこと
が無い者

【対象】
・市内に住所を有する２０歳未満の児童を養
育している母子家庭の母及び父子家庭の父
・過去に高等職業訓練給付金を受けたこと
が無い者

【補助金額等】（１月につき）
○非課税世帯
  １００，０００円
○課税世帯
  ７０，５００円

【補助金額等】（１月につき）
○非課税世帯
  １００，０００円
○課税世帯
  ７０，５００円

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【対象】
小田原市母子家庭等自立支援高等職業訓
練促進給付金を支給していた者で養成訓練
の受講が修了した者

【対象】
南足柄市母子及び父子家庭高等技能訓練
促進給付金を支給していた者で養成訓練の
受講が修了した者

【補助金額等】（１月につき）
○非課税世帯
  ５０，０００円
○課税世帯
  ２５，０００円

【補助金額等】（１月につき）
○非課税世帯
  ５０，０００円
○課税世帯
  ２５，０００円

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

未熟児養育医療費助成
金

医師が指定養育医療機関にお
いて入院療育を必要と認めた
未熟児に対し、満１歳の誕生
日の前々日までの養育に必要
な医療を現物給付する。

医師が指定養育医療機関にお
いて入院療育を必要と認めた
未熟児に対し、満１歳の誕生
日の前々日までの養育に必要
な医療を現物給付する。

現行どおりとする。

母子保健法に基づく法定受
託事務であり見直しの余地は
なく、両市の給付水準も同一
であるため。

児童扶養手当

父母の離婚や死亡などによっ
て、父または母と生計を同じく
していない児童を養育している
ひとり親等世帯に対し、児童扶
養手当を支給する。

父母の離婚や死亡などによっ
て、父または母と生計を同じく
していない児童を養育している
ひとり親等世帯に対し、児童扶
養手当を支給する。

現行どおりとする。

児童扶養手当法に基づく法
定受託事務であり、給付水準
については両市とも上乗せな
く、同水準であるため。

特になし 特になし

特になし 特になし

特になし 特になし

母子家庭等自立支援修
了支援給付金

母子家庭の母等が就職に有利
な資格の取得を促進するた
め、養成訓練の受講修了後に
修了一時金を支給する。

母子家庭の母等が就職に有利
な資格の取得を促進するた
め、養成訓練の受講修了後に
修了一時金を支給する。

現行どおりとする。

国補助要綱に基づき実施して
いる事業であり、給付水準に
ついては両市とも上乗せはな
いため。

特になし 特になし

母子家庭等（高等職業）
自立支援高等職業訓練
促進給付金

母子家庭の母等が就職に有利
な資格の取得を促進するた
め、養成訓練の受講期間中訓
練促進費を支給する。

母子家庭の母等が就職に有利
な資格の取得を促進するた
め、養成訓練の受講期間中訓
練促進費を支給する。

現行どおりとする。

国補助要綱に基づき実施して
いる事業であり、給付水準に
ついては両市とも上乗せはな
いため。

メリット デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
中学校修了（１５歳に到達後の最初の年度
末）までの児童を養育している公務員以外
の者

【対象】
中学校修了（１５歳に到達後の最初の年度
末）までの児童を養育している公務員以外
の者

【補助金額等】
○０～３歳未満
  １５，０００円
○３歳から小学校卒業まで
  第１子・第２子１０，０００円
  第３子以降１５，０００円
○中学生
  １０，０００円
○所得限度以上者
  ５，０００円

【補助金額等】
○０～３歳未満
  １５，０００円
○３歳から小学校卒業まで
  第１子・第２子１０，０００円
  第３子以降１５，０００円
○中学生
  １０，０００円
○所得限度以上者
  ５，０００円

【国、県等からの財源】
概ね、国（２０分の１４）、県（２０分の３）
※年齢等により負担率が異なる

【国、県等からの財源】
概ね、国（２０分の１４）、県（２０分の３）
※年齢等により負担率が異なる

【対象】
本来、教育標準時間（１号）認定子ども、保
育（２号）認定子ども、保育（３号）認定子ども
の各保護者に対する給付であるが、施設が
代理受領する。

【対象】
本来、教育標準時間（１号）認定子ども、保
育（２号）認定子ども、保育（３号）認定子ども
の各保護者に対する給付であるが、施設が
代理受領する。

【補助金額等】
総額（公定価格×実人員）－利用者負担額

【補助金額等】
総額（公定価格×実人員）－利用者負担額

【国、県等からの財源】
○教育
  全国共通負担部分：国（２分の１）、県（４分
の１）
  地方単独負担部分：県（２分の１）
○保育
  国（２分の１）、県（４分の１）
  ※公立を除く

【国、県等からの財源】
○教育
  全国共通負担部分：国（２分の１）、県（４分
の１）
  地方単独負担部分：県（２分の１）
○保育
  国（２分の１）、県（４分の１）
  ※公立を除く

（２）小田原市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
緊急に避難する必要がある被害者及びその
同伴する家族に、宿泊費、食費、交通費を
支給

【補助金額等】
○宿泊費
　１日１人につき６，０００円を限度。支給日
数は２日を限度。
○食費
　１日１人につき１，５００円を限度。支給日
数は２日を限度。
○交通費
　宿泊施設等までの交通費として、１人１回
につき１，０００円を限度額として実費支給。

【国、県等からの財源】
市単独事業

デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

児童手当

中学校修了（１５歳に到達後の
最初の年度末）までの児童を
養育している公務員以外の者
に対し、児童手当を支給する。

デメリットと対応策

小田原市配偶者暴力被
害者等緊急一時保護費

配偶者（婚姻の届出をしていな
いが、事実上婚姻関係と同様
の事情にある者を含む。）等の
家庭内暴力等から緊急に避難
し、保護が必要と認められる者
等に対し、宿泊等に要する費
用として支給する緊急一時保
護費。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

万が一に備える経費であり、
近隣他市でも、当該緊急一時
保護費の導入を検討している
ところもあるため、事業を継続
する。

一時保護施設の利用が
速やかにできない場合
に、施設利用ができるま
での間、安全な避難先
の提供等ができる。

一時保護施設が速やかに利用
できない場合に、施設利用が
できるまでの間の安全な避難
先を確保するのが困難になる
ため、友人の家等、当座安全
な場所がないか被害者と調整
を図る。

メリット事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

特になし 特になし
子どものための教育・保
育給付費

子ども・子育て支援法に基づ
き、すべての子どもの健やかな
成長等のために子どものため
の教育・保育給付を行う。
①施設型給付費（幼稚園・認
定こども園（幼稚園・保育所））
②施設型給付費（保育所）※
委託費
③地域型保育給付費（小規模
保育等）

子ども・子育て支援法に基づ
き、すべての子どもの健やかな
成長等のために子どものため
の教育・保育給付を行う。
①施設型給付費（幼稚園・認
定こども園（幼稚園・保育所））
②施設型給付費（保育所）※
委託費
③地域型保育給付費（小規模
保育等）

現行どおりとする。
子ども・子育て支援法に基づ
く事務事業であり、両市間の
取扱いに差異はないため。

中学校修了（１５歳に到達後の
最初の年度末）までの児童を
養育している公務員以外の者
に対し、児童手当を支給する。

現行どおりとする。

児童手当法に基づく法定受
託事務であり、給付水準につ
いては両市とも上乗せはない
ため。

特になし 特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
昭和６１年３月３１日以前に日本に居住し、
本市に外国人登録若しくは住民登録をして
いる者又は神奈川県若しくは本市に係る被
措置者のうち、公的年金の受給要件を制度
上満たすことができない者

【対象】
昭和６１年３月３１日以前に日本に居住し、
本市に外国人登録若しくは住民登録をして
いる者又は神奈川県若しくは本市に係る被
措置者のうち、公的年金の受給要件を制度
上満たすことができない者

【補助金額等】（１月につき）

○高齢者等
  ２０，０００円
○障害者等
  ２６，０００円（中度）
  ３８，０００円（重度）

【補助金額等】（１月につき）
※平成１６年８月３１日現在(県要綱改正前）
○高齢者等
  １８，０００円
○障害者等
  ２４，０００円（中度）
  ３６，０００円（重度）

【国、県等からの財源】
県（２分の１）

【国、県等からの財源】
県（２分の１）

【対象】
（１）市の登録した、登録住民主体型サービ
ス提供者であること
（２）ケアプランに基づいたサービス提供を
行ったこと
（３）サービスの提供により、サービス利用者
から利用券を受領すること
（４）受領した利用券の枚数分を、市に対し
て適切に請求すること

【補助金額等】
サービス１回（利用券１枚）あたり９００円

【国、県等からの財源】
国２５％、県１２．５％、市１２．５％、支払基
金２８％、１号保険料２２％

【対象】
要支援１・２又は基本チェックリスト判定によ
る事業対象者で、当該サービスが必要とし
てケアプランに位置付けられた者

【対象】
要支援１・２又は基本チェックリスト判定によ
る事業対象者で、当該サービスが必要とし
てケアプランに位置付けられた者

【補助金額等】
小田原市告示に基づき算定される介護報酬
の８割又は９割

【補助金額等】
介護報酬の８割又は９割

【国、県等からの財源】
国２５％、県１２．５％、市１２．５％、支払基
金２８％、１号保険料２２％

【国、県等からの財源】
国２５％、県１２．５％、市１２．５％、支払基
金２８％、１号保険料２２％

【対象】
要支援１・２又は基本チェックリスト判定によ
る事業対象者で、当該サービスが必要とし
てケアプランに位置付けられた者

【対象】
要支援１・２又は基本チェックリスト判定によ
る事業対象者で、当該サービスが必要とし
てケアプランに位置付けられた者

【補助金額等】
小田原市告示に基づき算定される介護報酬
の８割又は９割

【補助金額等】
介護報酬の８割又は９割

【国、県等からの財源】
国２５％、県１２．５％、市１２．５％、支払基
金２８％、１号保険料２２％

【国、県等からの財源】
国２５％、県１２．５％、市１２．５％、支払基
金２８％、１号保険料２２％

住民主体型サービス利
用助成

介護予防・日常生活支援総合
事業における訪問型サービス
事業、通所型サービス事業の
うち、それぞれの住民主体型
サービスの保険負担分に対す
る助成。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市内では既に運用開
始されており、サービス提供
者、利用者がいるため、現行
の事業を継続する。

既に提供している団体、
利用者に対する影響が
少ない。
要綱を作り直す必要がな
い。
補助や委託ではないの
で、南足柄の住民団体も
条件を満たせば、提供団
体になれる。

南足柄市域への事業説明をす
る必要があるため、住民及び
地域包括支援センターへの制
度説明会を実施する。

外国籍高齢者・障がい者
等福祉給付金

公的年金を受給することがで
きない外国籍市民等の高齢
者・障がい者に対し、給付金を
支給する。（県補助事業）

公的年金を受給することがで
きない外国籍市民等の高齢
者・障がい者に対し、給付金を
支給する。（県補助事業）

小田原市の事務処理方
式を適用し、神奈川県で
定められている金額の
支給を継続する。

外国籍県民高齢者・障害者
等福祉給付金助成事業補助
金交付要綱に基づく事業のた
め。

特になし 特になし

通所型サービス事業

介護保険法の規定に基づき、
要支援者等が、次のサービス
を利用した場合にかかる費用
の９割又は８割を支給する。
①介護予防訪問介護相当サー
ビス事業（国基準通所型サー
ビス）
②基準緩和型サービス事業

介護保険法の規定に基づき、
要支援者等が、次のサービス
を利用した場合にかかる費用
の９割又は８割を給付する。
①介護予防訪問介護相当サー
ビス事業（国基準通所型サー
ビス）

小田原市の事務処理方
式を適用する。

介護保険法に基づく支給であ
る。また事業については先行
して実施している小田原市の
事務処理方式を適用する。

特になし 特になし

訪問型サービス事業

介護保険法の規定に基づき、
要支援者等が、次のサービス
を利用した場合にかかる費用
の９割又は８割を支給する。
①介護予防訪問介護相当サー
ビス事業（国基準訪問型サー
ビス）
②基準緩和型サービス事業

介護保険法の規定に基づき、
要支援者等が、次のサービス
を利用した場合にかかる費用
の９割又は８割を給付する。
①介護予防訪問介護相当サー
ビス事業（国基準訪問型サー
ビス）

小田原市の事務処理方
式を適用する。

介護保険法に基づく支給であ
る。また事業については先行
して実施している小田原市の
事務処理方式を適用する。

転入者がいた時でも継
続して市民サービスが提
供できる。

市民サービスの低下に繋がる
デメリットはなし。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
①
・身体障害者手帳１級又は２級の者
・知能指数が３５以下の者
・身体障害者手帳３級を所持し、且つ知能指
数が５０以下の者

②
下肢、体幹機能障がいの１級又は２級の移
動が困難な身体障害者　（６５歳未満、児童
は不可）
③
四肢機能障がいの１級又は２級の身体障害
者（児童は不可）

【対象】
①
・下肢、体幹機能障害の身体障害者手帳１
級又は２級の者
・知能指数が３５以下の者
・下肢、体幹機能障害の身体障害者手帳３
級を所持し、且つ知能指数が５０以下の者
②
下肢、体幹機能障がいの１級又は２級の移
動が困難な身体障害者　（６５歳未満、児童
は不可）
③
四肢機能障がいの１級又は２級の身体障害
者（児童は不可）

【補助金額等】
住宅改良工事に要した費用から介護保険の
住宅改修費を控除した額の２分の１。
ただし上限あり。（①８０万円、②１００万円、
③６０万円）

【補助金額等】
住宅改良工事に要した費用から介護保険の
住宅改修費を控除した額の２分の１。
ただし上限あり。（①８０万円、②１００万円、
③６０万円）

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金
  国（１０分の４．５）
○在宅障害者福祉対策推進事業費補助金
  県（２分の１）

【国、県等からの財源】
県（２分の１）、市（２分の１）

【対象】
障がい者入所施設等を退所、又は精神科病
院を退院し、グループホームを利用して生活
の場を地域に移行した者。ただし、生活保護
受給者は除く。

【補助金額等】
１月につき３０，０００円または家賃の２分の
１の少ない方の額

【国、県等からの財源】
県（２分の１）

【対象】
６か月以上継続して雇用される見込みのあ
る３０歳未満か６０歳未満で就労移行支援
か就労継続支援を経由した者、あるいは障
害者能力開発校等を卒業後３年以内の者

【補助金額等】
２０，０００円

【国、県等からの財源】
○地域生活支援事業費補助金
  国（２分の１）
○地域生活支援事業費補助金
  県（４分の１）

メリット デメリットと対応策

重度障がい者住宅設備
改良費助成

障がい者又はその保護者が住
宅設備を障がい者に適するよ
うに改修する場合、その改修
工事費用の一部または全部を
助成して障がい者の日常生活
上の利便を図る。
①住宅設備改良
②天井走行式移動リフト
③環境制御装置

障がい者又はその保護者が住
宅設備を障がい者に適するよ
うに改造する場合、その改造
工事費用の一部または全部を
助成して障がい者の日常生活
上の利便を図ることを目的とす
る。
①住宅設備改良
②天井走行式移動リフト
③環境制御装置

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市とも対象要件にほとんど
差がないため、対象要件の広
い小田原市の要件を適用す
る。（支給金額に影響はない
と判断される）

特になし 特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

障がい者の地域移行を
推進する。

対象者の増により財政的な負
担が増加するため、他事業と
調整を図る。

グループホーム等利用
者助成金

障がい者の地域移行と移行の
円滑化を目的に、障がい者施
設等を退所してグループホー
ム等に入所した者に、１年間を
限度に実費負担である家賃の
一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

地域移行の推進のため事業
を継続して実施する。

障がい者の自立支援と福祉の
増進を目的として、就職時に一
度に必要になる物品の購入に
充てるため、障がい者に支度
金を支給する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の給付水準を維持
し、市民サービスの低下を防
ぐ。

就職した障害者への補
助を水準を下げることな
く実施できる。南足柄市
では新たな補助を受ける
ことができる。

対象者の増(年３件の見込)に
より財政負担が増加するた
め、他事業と調整を図る。

障がい者就職支度金給
付費
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内在住で、次のいずれかに該当する者
（１）身体障害者手帳１級の障がい者（肢体
不自由・視覚・内部・聴覚言語）
（２）身体障害者手帳２級の障がい者（聴覚
障がい者、上肢の肢体不自由等を除く）
（３）療育手帳Ａ１若しくはＡ２を所持している
者
（４）身体障害者手帳３級を所持し、かつ療
育手帳Ｂ１を所持している者
（５）特定疾患医療受給者証を所持している
者
（６）小児特定疾患医療給付決定通知書を
所持している者
（７）精神障害者保健福祉手帳１級を所持し
ている者

【対象】
身体障害者１級・２級、療育手帳Ａ１、Ａ２、
精神障害者１級で非課税世帯の者

【補助金額等】
○タクシー
  初乗り運賃分
○福祉有償運送（１回につき）
  ５００円
※１か月あたり４枚（腎臓機能障害１級に
あっては６枚）の利用券を交付
※４月に手続きすれば４８枚（腎臓機能障害
１級にあっては７２枚）を交付
※月ごとに順次減る

【補助金額等】
○タクシー（１年につき）
  初乗り等のタクシー券３６枚（じん臓疾患
にあっては７２枚）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
①就労移行支援事業所、指定就労継続支
援Ａ・Ｂ型事業所に通所する者
②自立訓練・生活介護事業所に通所する者
（新体系事業移行前に助成対象であった施
設のみ）
③地域活動支援センターに通所する者
※ただし、①及び②について、サービス報酬
における送迎加算を算定できる事業所は対
象外

【補助金額等】
○バス・電車等
  定期代又は運賃の全額（障害者割引を受
けた後の金額）
○施設所有車両等
  施設車両の利用に係る負担金等の額と次
により算定した額とのいずれか少ない額
　片道５km未満の場合：日額３００円
  片道５km以上の場合：日額５００円
○自家用車等
　片道５km未満の場合：日額１５０円
　片道５km以上の場合：日額２５０円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
肢体不自由１～３級の身体障害者手帳所持
者・障害者総合支援法の対象となる難病の
者であって、市民税非課税者。

【対象】
下肢または体幹機能障害があり、身体障害
者手帳１級、２級で市町村民税が非課税世
帯に属する者

【補助金額等】
上限１０万円（１車両１回限り）

【補助金額等】
操行装置、駆動装置等の改造に要した経費
の２分の１（上限１０万円）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

南足柄市では実施していない
ため、福祉サービスの向上の
ため、通所に係る交通費を助
成する。

現在の南足柄市分の経費が
増大する。

在宅重度障害者等福祉
タクシー利用助成金

在宅の重度障がい者等の社会
への参加の促進及び通院等の
ためタクシーを利用した場合に
初乗り運賃分等を助成する。

在宅の重度障害者がタクシー
を利用した場合において運賃
の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

市民サービスの低下を防ぐた
め。

現在の小田原市民の
サービス水準を保てる。
現在の南足柄市民の
サービス水準が上がる。
所得確認の作業がなくな
ることにより、事務の効
率化を図ることができ
る。

メリット デメリットと対応策

歳出が増加するため、他事業
と調整を図る。

身体障がい者自動車改
造費助成費

重度身体障がい者が就労等に
伴い自動車を取得する場合、
その自動車の改造に要する経
費を助成することにより、重度
身体障がい者の社会参加の促
進を図る。

重度身体障がい者が就労等に
伴い自動車を取得する場合、
その自動車の改造に要する経
費を助成することにより、社会
復帰の促進を図ることを目的と
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

市民サービスの観点から、対
象者の基準が広い小田原市
の基準で実施する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

施設利用の促進が図ら
れ、福祉サービスの充実
につながる。
利用者の負担軽減が図
られる。

南足柄市の対象者（２割程度
の増見込）分の財政負担が増
加するため、他事業と調整を
図る

対象者の拡大により市
民サービスが向上する。

障がい者施設等通所者
交通費助成

社会福祉施設等に通所する障
がい者に対して交通費を助成
することにより、施設等の利用
を促進するとともに、家族及び
本人の経済的負担の軽減を図
る。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
（１）小田原市在住で医療保険各法等加入
者または小田原市国民健康保険被保険者
（ただし、生活保護者、中国残留邦人等を除
く）
（２）身体障害者手帳１級又は２級、療育手
帳Ａ１又はＡ２、精神障害者保健福祉手帳１
級、重複障害（身体障害者手帳３級かつ療
育手帳Ｂ１）

【対象】
身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ１・Ａ
２または児童相談所若しくは障害者更生相
談所において、知能指数が３５以下、精神障
害者保健福祉手帳１級の方
※所得制限あり

【補助金額等】
保険診療の自己負担分を全額助成する。た
だし、高額療養費及び家族療養費附加給付
金の支給があるときは、それを控除した額。

【補助金額等】
保険診療の自己負担分を全額助成する。た
だし、高額療養費及び家族療養費附加給付
金の支給があるときは、それを控除した額。

【国、県等からの財源】
県（２分の１）
（ただし、県補助対象外、窓口一部負担金を
除いた額）

【国、県等からの財源】
県（２分の１）
（ただし、県補助対象外、窓口一部負担金を
除いた額）

【対象】
四肢体幹機能障がい者、知的障がい者、精
神障がい者

【対象】
（１）身体障害者手帳２級以上で支援の必要
な身体障害者（児）
（２）両上下肢の身体障害者手帳２級以上
で、外出の際主に車椅子を利用する全身性
障害者（児）
（３）療育手帳を所持する知的障害者（児）
（４）精神保健福祉手帳を所持又は自立支
援医療（精神）受給中の精神障害者（児）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【補助金額等】
基準額の９割（基本本人負担は１割）
【負担上限額】
○１８歳以上（本人及び配偶者で計算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　９，３００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）
○１８歳未満（住民票上の世帯員全員で計
算）
・生活保護世帯等及び市町村民税非課税世
帯  ０円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円未満　４，６００円
・市町村民税課税世帯 市民税所得割１６万
円以上　３７，２００円（入所者を含む）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）

【対象】
身体障害者手帳１級・２級・療育手帳Ａ・精
神障害者保健福祉手帳１級又は精神障が
いを事由として障害年金１級の受給資格を
得た者

【補助金額等】
訪問入浴サービスに要した金額の９割（低
所得者は全額、市の負担）

【国、県等からの財源】
国（２分の１）、県（４分の１）、市（４分の１）

移動支援サービス事業

屋外での移動に困難がある障
がい児者の外出をガイドヘル
パーが支援し、地域での自立
生活及び社会参加の促進を図
る。

屋外での移動に困難がある障
がい児者の外出をガイドヘル
パーが支援し、地域での自立
生活及び社会参加の促進を図
ることを目的とする。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

市民サービスの低下を防ぐた
め。

現在の小田原市民の
サービス水準を保てる。
現在の南足柄市民の
サービス水準が上がる。

現在の南足柄市分の経費が
増大するため、他事業と調整
を図る。

重度障がい者医療費助
成金

重度障がい者が医療機関等を
受診した場合、保険診療の自
己負担分を全額助成する。

重度障害者の保険診療費・療
養費の自己負担分を助成す
る。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

市民サービスの低下を防ぐた
め。

現在の小田原市民の
サービス水準を保てる。
現在の南足柄市民の
サービス水準が上がる。

現在の南足柄市分の経費が
増大するため、他事業と調整
を図る。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

歳出が削減できる。
現在の南足柄市民の自己負
担額が増加するため、給付金
額の調整を検討する。

重度障がい者訪問入浴
サービス事業

在宅での入浴が困難な重度身
体障がい者に対して、巡回入
浴者で利用者宅を訪問して入
浴サービスを実施して、心身機
能の維持向上と介護家族の負
担軽減を図る。

《参考》
事業所と契約し、委託料で実
施している。市は、利用者から
直接利用料を徴収している。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市の同事業負担金と
統合による歳出の削減（南足
柄市の委託料を含めて）を図
るため。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
国民健康保険被保険者（４０歳以上）で特定
健診の代わりに人間ドックを受けた人（保険
料に未納が無いこと）
※年度内１回に限る

【対象】
・国民健康保険被保険者（３５歳以上）及び
後期高齢者医療保険被保険者で、特定健
診（はつらつ健診）未受診者
※年度内１回に限る

【補助金額等】
人間ドック費用の２分の１（上限１０，０００
円）

【補助金額等】
人間ドック費用の２分の１（上限１０，０００
円、オプションは除く）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業、広域連合

【対象】
入院・通院ともに中学校修了までの者を養
育する者

【対象】
通院は小学校４年生修了までの者を養育す
る者
入院は中学校修了までの者を養育する者

【補助金額等】
健康保険各法の規定により、対象者が負担
すべき額

【補助金額等】
健康保険各法の規定により、対象者が負担
すべき額

【国、県等からの財源】
○未就学児の通院・入院分及び中学校修了
までの入院分、所得限度以内
  県（３分の１）

○未就学児の所得限度以上の通院・入院
分、所得限度以内の小学生から中学校修了
までの通院分
  市単独事業

【国、県等からの財源】
○未就学児の通院・入院分及び中学校修了
までの入院分、所得限度以内
  県（２分の１）
  ※財政力指数１．０未満のため
○未就学児の所得限度以上の通院・入院
分、所得限度以内の小学１年生から４年生
までの通院分
  市単独

【対象】
・市内に住所を有する２０歳未満の児童を養
育している母子家庭の母及び父子家庭の父
で、児童扶養手当の支給を受けている者又
はその所得水準にある者
・過去に教育訓練給付金を受けたことがな
い者

【対象】
・市内に住所を有する母子家庭の母又は父
子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受け
ている者又はその所得水準にある者。
・過去に教育訓練給付金を受給していない
者。
・雇用保険法に規定する教育訓練給付金の
受給資格を有していない者

【補助金額等】
・雇用保険教育訓練給付金の受給資格を有
しない者は教育訓練経費の６割で上限２０
万円
（１２，０００円を超えない場合は支給しない）
・雇用保険教育訓練給付金の受給資格を有
する者は教育訓練経費の４割で雇用保険と
合わせて上限２０万円（８，０００円を超えな
い場合は支給しない）

【補助金額等】
教育訓練経費の６割で上限２０万円
（１２，０００円を超えない場合は支給しない）

【国、県等からの財源】
国（４分の３）
※雇用保険教育訓練給付金の受給資格を
有している者の給付金は市単独

【国、県等からの財源】
国（４分の３）

【対象】
（１）独立・自営就農時の年齢が、原則４５歳
未満であり、農業経営者となることについて
の強い意欲を有していること
（２）独立・自営就農であること
（３）経営開始計画が以下の基準に適合して
いること
（４）人・農地プランへの位置づけ等
（５）生活保護等、生活費を支給する国の他
の事業と重複受給でなく、かつ、原則として
農の雇用事業による助成を受けたことがあ
る農業法人等でないこと
（６）原則として青年新規就農者ネットワーク
（一農ネット）に加入すること

【補助金額等】
年間最大１５０万円

【国、県等からの財源】
国（１０分の１０）

デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。
南足柄市域における新
規就農者が対象となる。

事業費及び人件費等が増加す
る。

南足柄市民にとって、サービス
が低下する。
郵送や支所等での受付の開始
の検討（広域になることも踏ま
え）を行うとともに、後期高齢者
へ他の健診の案内や、特定健
診案内文への掲載、広報紙等
による周知を行う。

小児医療費助成

小児が療養または医療の給付
を受けた場合に、健康保険各
法の規定により対象者が負担
すべき額を助成する。

小児が療養または医療の給付
を受けた場合に、健康保険各
法の規定により対象者が負担
すべき額を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

医療費助成の対象年齢は中
学校卒業までとしている自治
体が趨勢であることから中学
卒業までを対象としている小
田原市の基準に揃える。

幅広い子育て中の市民
の経済的負担が軽減さ
れる。

財政負担が増す。

人間ドック助成

国民健康保険被保険者が特
定健診と同等の健康診断（人
間ドック等）を受診した場合に
助成する。

国民健康保険被保険者と後期
高齢者医療被保険者が特定
健診と同等の健康診断（人間
ドック等）を受診した場合に助
成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

対象者を絞ることで経費の削
減を図る。

予算規模の削減と、事務
量の軽減化が図られる。

国の制度改正が確定していな
いため、引き続き市単独での
上乗せとなる場合があるが、
利用者数が少なく、国の制度
改正がない場合であっても影
響は限定的である。

母子家庭等自立支援教
育訓練給付金

母子家庭の母等の主体的な能
力開発を支援するため、就業
につながる技能や資格の取得
を目的に指定講座を受講した
者に費用の一部を支給する。

母子家庭の自立を促進するた
め、教育訓練講座を受講する
母子家庭の母及び父子家庭の
父に対し母子及び父子家庭自
立支援教育訓練給付金を給付
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市で実施している事業であ
るが、小田原市では国の助成
基準に対して上乗せがある。
しかし、国の制度が改正さ
れ、小田原市の上乗せ部分
が国制度に吸収される見込
みである。

自立を目指すひとり親家
庭の資格取得に対して、
より充実した支援ができ
る。

青年就農給付金（経営
開始型）・就農支援助成
制度に伴う助成金

青年の就農意欲の喚起と就農
後の定着を図るため、経営が
不安定な就農直後の所得を確
保する給付金を給付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市では未実施である
が、国の法令に基づく事業で
あるため、小田原市の事務処
理方式を適用して実施する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内の市立小中学校に在籍する児童生徒
の保護者で、
①生活保護法に基づく保護を受けている世
帯（要保護世帯）又は
②生活保護法第６条第２項に規定する要保
護者に準ずる程度に困窮している者等で、
教育委員会が就学の支援が必要と認める
者（準要保護世帯）
※②の所得審査は、当該年度の生活保護
基準の１．３倍以内

【対象】
南足柄市立の小中学校に在籍する児童生
徒の保護者で、
①生活保護法第６条第２項に規定する要保
護者又は
次に該当する者（準要保護者）
②法第２６条の規定による保護の停止又は
廃止
③地方税法第７２条の６２の規定による事業
税の減免
④地方税法第２９５条第１項の規定による市
町村民税の非課税
⑤地方税法第３２３条の規定による市町村
民税の減免
⑥地方税法第３６７条の規定による固定資
産税の減免
⑦国民健康保険法第７７条の規定による保
険料の減免又は徴収の猶予
⑧国民年金法第８９条又は第９０条の規定
による保険料の納付義務の免除
⑨児童扶養手当法第４条の規定による児童
扶養手当の支給
⑩生活福祉資金貸付制度要綱に基づく生
活福祉資金の貸付け
要保護者に準ずる程度に困窮していると南
足柄市教育委員会が認める者
※所得審査は、平成２５年４月の生活保護
基準の１．３倍以内

【補助金額等】
①修学旅行費のみ
②
○学校給食費
・小学生４，３００円×１１月
・中学生５，０００円×１１月（実費負担分支
給）
○学用品費
・小学生１１，４２０円
・中学生２２，３２０円
○通学用品費
・小学生・中学生２，３３０円
○修学旅行費（上限）
・小学６年生２１，１９０円
・中学３年生５７，２９０円

【補助金額等】
①修学旅行費のみ
②～⑩
○学校給食費
・小学生４，３００円×１１月
・中学生４，７００円×１１月（実費負担分支
給）
○学用品費
・小学生５，７１０円
・中学生１１，１６０円
○通学用品費
・小学生・中学生１，１１５円
○修学旅行費（上限）
・小学６年生２１，１９０円
・中学３年生５７，２９０円

【国、県等からの財源】
①国庫補助対象事業（２分の１）
②市単独事業

【国、県等からの財源】
①国庫補助対象事業（２分の１）
②～⑩市単独事業

【対象】
（１）小田原市立小・中学校の特別支援学級
に在籍する児童生徒
（２）小田原市立小・中学校在籍で通級指導
教室に通う児童（通学費のみ）
○生活保護基準の２．５倍未満
  学校給食費、修学旅行費、校外活動費、
学用品等購入費、新入学児童生徒学用品
費、通学費
○生活保護基準の２．５倍以上
  通学費のみ
○通級指導教室在籍者
  通学費のみ

【対象】
南足柄市立小・中学校の特別支援学級に在
籍する児童生徒

○生活保護基準の２．５倍未満
  学校給食費、修学旅行費、校外活動費、
学用品購入費、新入学児童生徒学用品費
等、通学費
○生活保護基準の２．５倍以上
  通学費のみ

【補助金額等】
実費負担額の２分の１

【補助金額等】
実費負担額の２分の１

【国、県等からの財源】
国庫補助対象事業（２分の１）

【国、県等からの財源】
国庫補助対象事業（２分の１）

特別支援教育就学奨励
費

特別支援学級在籍の児童生
徒の保護者に家庭の経済状況
に応じて就学に必要な経費を
援助する。要保・準保護は対
象外。（２分の１国庫補助対象
事業）

特別支援学級在籍の児童生
徒の保護者に家庭の経済状況
に応じて就学に必要な経費を
援助する。要保・準保護は対
象外。（２分の１国庫補助対象
事業）

小田原市の事務処理方
式を適用する。

国庫補助対象事業であり、基
本的に自治体間において差
異は少ないため。

業務の統合により、人工
を多少削減できる。
（小田原市は就学援助シ
ステムを稼働しているの
で、業務時間の削減を見
込むことができる。）

歳出が増加する。就学援助費

学校教育法第１９条に基づき、
経済的な理由により就学困難
な児童生徒の保護者に対し、
就学に必要な経費を援助す
る。（要保護は２分の１国庫補
助対象事業）

学校教育法法第１９条に基づ
き、経済的な理由により就学困
難な児童生徒の保護者に対
し、就学に必要な経費を援助
する。（要保は２分の１国庫補
助対象事業）

小田原市の事務処理方
式を適用する。

対象が、生保基準の１．３倍
以内という点は両市共通であ
る。
しかし、小田原市が当該年度
の生保基準を採用しているこ
とに対し、南足柄市が平成２
５年度の生保基準（生保基準
の引き下げ前）を採用してい
ることから、小田原市に適用
すると、これまで受給できた
人が受給できなくなることが
ある（２％程度を想定）。
一方、学用品費等の支給額
が、南足柄市は小田原市の２
分の１の額であるため、小田
原市の水準を適用すること
で、援助を厚くする。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

統合することにより、人
工が多少削減できる。

特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
公立小・中学校、幼稚園（児童・生徒・幼児）

【対象】
公立小・中学校、幼稚園（児童・生徒・幼児）

【補助金額等】（１人につき）
○日本スポーツ振興センター災害給付
  一般児童・生徒　９４５円
  準要保護  ７１５円
  要保護  ５５円
  幼稚園  ２９５円
○学校災害見舞金
  ７４．１７円（財物加入  ３．８２円）

【補助金額等】（１人につき）
○日本スポーツ振興センター災害給付
  一般児童・生徒  ９４５円
  準要保護  ７１５円
  要保護  ５５円
  幼稚園  ２９５円
○学校災害見舞金
  ７０．３５円（財物補償なし）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

（３）南足柄市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
医療保険が適用されない体外受精や顕微
授精
①法律上の婚姻関係にある夫婦
②夫及び妻が特定不妊治療の終了した日
及び助成申請日において南足柄市民である
こと
③国民健康保険や社会保険などの医療保
険に加入していること
④夫婦の前年の所得（１月から５月までの申
請については前々年度の所得）の合計が７
３０万円未満であること
⑤夫及び妻に市税等の滞納がないこと
⑥「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支
援事業｣実施要綱による助成の決定を受け
た方
⑦神奈川県の要綱で指定する医療機関に
おいて、特定不妊治療を終了した方

【補助金額等】
対象者が受けた特定不妊治療に要した治
療費（保険外診療）から県要綱による助成額
を控除した額。夫婦１組１回の治療につき、
１０万円を限度。

【国、県等からの財源】
市単独事業（国・県補助の上乗せ事業）

【対象】
次に掲げる要件のいずれも満たす者とす
る。
（１）市外に１年以上居住した後、空き家バン
ク事業を通じて購入した空き家に入居し、住
民基本台帳法第２２条に規定する転入の届
出を行った者
（２）５年以上定住する見込みである旨の誓
約書を提出した者
（３）申請日において世帯主の年齢が２０歳
以上であり、その同居する親族のうちに中
学生以下の者がいる者

【補助金額等】
空き家バンク事業を通じて購入した空き家
に係る売買契約書に記載された代金総額の
２分の１の額（その額に１，０００円未満の端
数があるときは、その端数金額を切り捨てた
額）とする。ただし、その額が５０万円を超え
る場合は、５０万円を限度とする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

小田原市の空き家バン
ク登録物件に対して、補
助できるので更なる定住
促進及び地域の活性化
が図れる。

財政的な負担増が見込まれる
ため、空き家対策等に係る、国
の補助金確保について検討し
ていく。

南足柄市空き家取得費
助成金

定住促進及び地域の活性化を
図るため、空き家バンク事業を
通じて空き家を購入し、本市に
定住しようとする子育て世帯に
対して、空き家取得費助成金
を交付する事業。

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

小田原市に当該事務がない
ため、南足柄市の方式を適用
する。

デメリットと対応策

特定不妊治療費助成金
特定不妊治療を受けている夫
婦に対し、特定不妊治療に要
する費用の一部を助成する。

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

類似団体はもとより、県内自
治体においても実施している
自治体が多いため。

小田原市民へのサービ
スが新たに増える。

財政負担が大きくなるため、他
の事業で不足の財源を賄う。

保健教育事業
（学校災害給付事業）

児童生徒等が安全な学校（園）
生活が送れるよう事故防止の
ための安全教育を徹底し事故
発生時には的確に対応できる
よう、学校災害見舞金、学校災
害賠償補償、日本スポーツ振
興センター災害給付事務を行
う。

児童生徒等が安全な学校（園）
生活が送れるよう事故防止の
ための安全教育を徹底し事故
発生時には的確に対応できる
よう、学校災害見舞金、学校災
害賠償補償、日本スポーツ振
興センター災害給付事務、緊
急車両の支出を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

スポーツ振興センターの掛金
は決まっており、両市間で事
務的処理の差異は少ない
が、学校災害賠償補償の水
準は小田原市（財物補償あ
り）に合わせる。

特になし

学校賠償に加入している保険
の型（財物補償の有無）を小田
原の水準に合わせると、学校
災害賠償補償保険の金額が
異なるため、歳出が大きくな
る。
財物補償は必要な補償である
ことから、１人当たりの単価増
の予算措置をする。

事務事業名 デメリットと対応策
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット
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（４）新たな事務事業に再編するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
①暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津
波その他の異常な自然現象により市民が死
亡した際に、その遺族に支給
②災害救助法の適応を受けない火災、風水
害等によって生じる被害を受けた者等

【対象】
①暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津
波そのたの異常な自然現象により市民が死
亡した際に、その遺族に支給
②災害救助法の適応を受けない火災、風水
害等によって生じる被害を受けた者等

【補助金額等】
①
○死亡
  ５００万円（生計主）
  ２５０万円（その他の者）
○障害
  ２５０万円（生計主）
  １２５万円（その他の者）
②
○全焼等
  ２０，０００円（１人世帯）
  ５０，０００円（２人以上）
○半焼等
  １０，０００円（１人世帯）
  ２０，０００円（２人以上）
○死亡
  ５０万円
○重傷
  １５，０００円（３週）
  ３０，０００円（３か月）

【補助金額等】
①
○死亡
  ５００万円（生計主）
  ２５０万円（その他の者）
○障害
  ２５０万円（生計主）
  １２５万円（その他の者）
②
○全焼等
  １０，０００円（１人世帯）
  ５０，０００円（２人以上）
○半焼等
  １０，０００円（１人世帯）
  ２０，０００円（２人以上）
○死亡
  ３０万円（自然災害）
  ２０万円（火災・生計主）
  １０万円（火災・その他）
○負傷
  ２０，０００円（１か月）

【国、県等からの財源】
①県（４分の３、うち国３分の２）
   市（４分の１）
②市単独事業

【国、県等からの財源】
①県（４分の３、うち国３分の２）
   市（４分の１）
②市単独事業

【対象】
小田原市に住所を有し、要介護認定で要介
護３以上の認定を受けた在宅の高齢者。た
だし、在宅重度障害者タクシー利用助成の
対象者及び普通自動車税・軽自動車税の減
免を受けている方を除く。

【補助金額等】
初乗り運賃相当額を助成。ただし、福祉有
償運送にあっては５００円を上限とする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
（１）身体障害者手帳１～４級の交付を受け
ている児童の保護者
（２）知能指数５０以下の判定を受けている
児童の保護者
（３）精神保健福祉手帳１、２級の交付を受
けている児童の保護者
ただし、申請時に保護者が１年以上小田原
市に居住していること。
また、児童が国の障害児福祉手当を受給し
ていないこと。

【補助金額等】
２，０００円
※生活困窮者は１，０００円加算

【国、県等からの財源】
市単独事業

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

見直す内容によって扶助費が
増加する。
小田原市民の在宅高齢者に対
するサービスが低下する。
要件の見直しや、１回あたりの
助成額の減額等について検討
し、扶助費全体の額が増えな
いよう見直しを行う。

メリット デメリットと対応策

小田原市在宅高齢者等
福祉タクシー利用助成

在宅の介護を要する高齢者
が、通院及び日常生活の利便
に供するため、タクシーを利用
した場合に初乗り運賃を助成
する。

小田原市の事務処理方
式を適用するが、実施に
当たっては要件の見直し
について検討する。

【対象】
現在対象を要介護３以
上としているが、これに
所得要件等の制限を加
えるなどの見直しを検討
する。
【補助金額等】
現在初乗り運賃相当額
（約７００円）を助成して
いるものを、１回あたり５
００円など助成金額の水
準を引き下げる。

本事業を南足柄市域におい
ても実施することによる負担
増を、要件を見直すことで抑
える。

見直す内容によって扶助
費の削減が図られる。
南足柄市民の在宅高齢
者に対するサービスが
向上する。

災害弔慰金の支給等に関する
法律に基づき、避けがたい自
然災害によって死亡し、又は障
害を受けた者に対する弔慰
金、見舞金を支給する。また、
その適用を受けない小規模の
災害における被害者に対して
災害見舞金を支給する。
①災害弔慰金・災害障害見舞
金
②災害見舞金・死亡弔慰金

支給金の額に差異のあ
る「災害見舞金・死亡弔
慰金」について、平塚市
の事務処理方式を適用
する。

【補助金額等】
②
○全焼等
  ５０，０００円（１人世帯）
  ８０，０００円（２人以上）
○半焼等
  ３０，０００円（１人世帯）
  ５０，０００円（２人以上）
○床上浸水等
  ２０，０００円（１人世帯）
  ３０，０００円（２人世帯）
○死亡
  ７５０，０００円（生計主）
  ５００，０００円（その他）
○傷病
  ５０，０００円（３週以上
入院）

類似団体と比較して水準が低
い支給額について、手厚い対
応を行っている平塚市や厚木
市並みとすることにより、一層
の住民の精神的苦痛からの
回復が期待できるため。
また、災害弔慰金の支給等に
関する法律に基づき支給され
る「災害弔慰金・災害障害見
舞金」は、全国統一の要件で
あるため、現行のままとする。

小田原市の障害児の保護者に
対する補助が減り、特に生活
困窮世帯への影響が心配され
るため、従前の対象者へ丁寧
な説明を行う。

より手厚い支給を行うこ
とができ、住民の精神的
苦痛から一層の回復が
期待できる。

大きな問題となるデメリットは
ない。

市心身障害児福祉手当
市内に住所を有する２０歳未満
の心身に障がいを有する児童
の保護者に手当を支給する。

給付額を減額して事業を
実施する。

【補助金額等】
２，０００円
※生活困窮者の加算を
廃止

歳出の増加を防ぐため、給付
額を減額する。

財政負担が軽減される。

災害見舞金

災害弔慰金の支給等に関する
法律に基づき、避けがたい自
然災害によって死亡し、又は障
害を受けた者に対する弔慰
金、見舞金を支給する。また、
その適用を受けない小規模の
災害における被害者に対して
災害見舞金を支給する。
①災害弔慰金・災害障害見舞
金
②災害見舞金・死亡弔慰金
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（５）廃止するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
（１）敷地内の草刈り、清掃作業及び危険物
の除去並びに樹木の枝打ち及び消毒に関
する事業
（２）空き家に係る入居希望者を募集するに
あたり、市長が必要と認める事業

【補助金額等】
一年度における経費を合算した額の２分の
１（千円未満の端数があるときは、端数金額
を切り捨てた額）とし、その額が１０万円を超
える場合は、１０万円を限度とする。なお、一
年度における一自治会に対する助成金の額
は、１０万円を限度とする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
美化清掃を実施した自治会、子供会等

【補助金額等】
１，８００円（１回の美化清掃に使用した車両
１台につき）
※１回の美化清掃で５台を限度

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
基準日に住民基本台帳に登録されており、
当該年度の市民税（均等割）が非課税且つ
課税者の扶養親族及び生活保護制度の被
保護者等でない者

【対象】
基準日に住民基本台帳に登録されており、
当該年度の市民税（均等割）が非課税且つ
課税者の扶養親族及び生活保護制度の被
保護者等でない者

【補助金額等】
３，０００円（平成２８年度）

【補助金額等】
３，０００円（平成２８年度）

【国、県等からの財源】
国庫支出金（１０分の１０）

【国、県等からの財源】
国庫支出金（１０分の１０）

【対象】
基準日に住民基本台帳に登録されており、
当該年度の市民税（均等割）が非課税且つ
課税者の扶養親族及び生活保護制度の被
保護者等でない者で次のいずれかの要件
に該当する者
①平成２８年度中に６５歳以上になる者
②平成２８年５月までに障害・遺族基礎年金
を受給する者

【対象】
基準日に住民基本台帳に登録されており、
当該年度の市民税（均等割）が非課税且つ
課税者の扶養親族及び生活保護制度の被
保護者等でない者で次のいずれかの要件
に該当する者
①平成２８年度中に６５歳以上になる者
②平成２８年５月までに障害・遺族基礎年金
を受給する者

【補助金額等】
３０，０００円

【補助金額等】
３０，０００円

【国、県等からの財源】
国庫支出金（１０分の１０）

【国、県等からの財源】
国庫支出金（１０分の１０）

【対象】
次のすべての要件を満たす者
（１）小田原市内に住所を有する者であるこ
と
（２）年齢が満７０歳以上の者（助成を受けよ
うとする年度内に満７０歳に達する者を含
む。）であること
（３）指定施術者から施術を受けようとする者
であること

【補助金額等】
１回１，０００円以上の施術につき、１枚（１，
０００円分）を助成

【国、県等からの財源】
神奈川県後期高齢者医療制度事業補助
金：４，０２６千円（７５歳以上の対象者に係
る助成。平成２７年度実績）
市単独費：１，５２４千円（平成２７年度実績）

定住の促進を図るため、空き
家の購入又は賃貸借を希望す
る者を募集する空き家に係る
環境整備事業を実施した自治
会に対し、自治会空き家環境
整備事業助成金を交付する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし 特になし臨時福祉給付金

消費税率が８％に引き上げら
れたことによる低所得者の負
担を考慮した暫定的・臨時的
措置である「臨時福祉給付金」
の支給を行う。

消費税率が８％に引き上げら
れたことによる低所得者の負
担を考慮した暫定的・臨時的
措置である「臨時福祉給付金」
の支給を行う。

終了

国による全国一律の措置で
あり、平成２９年度中若しくは
年度末で終了する事業のた
め。

廃止
南足柄市のみの事務事業で
あるが、実績もなく、予算額も
少ないため。

特になし 特になし
南足柄市自治会空き家
環境整備事業助成金

特になし 特になし
年金生活者等支援臨時
福祉給付金

①賃金引き上げの恩恵が及び
にくい低年金受給者への支援
②平成２９年度から実施される
「年金生活者支援給付金」の
前倒し的な位置づけ
③平成２８年前半の個人消費
の下支えにも資する
以上のことを目的に、対象者に
支給する。

①賃金引き上げの恩恵が及び
にくい低年金受給者への支援
②平成２９年度から実施される
「年金生活者支援給付金」の
前倒し的な位置づけ
③平成２８年前半の個人消費
の下支えにも資する
以上のことを目的に、対象者に
支給する。

終了
国による全国一律の措置で
あり、平成２９年度に終了する
事業のため。

小田原市民へのサービスが低
下する。また、同事業登録事業
所については、利用者減少な
どの間接的な影響は考えられ
る。
市民や登録事業所への事前
周知を行うとともに、小田原鍼
灸マッサージ師会（登録事業
所の約５割が入会）への事前
説明も行う必要がある。

特になし
廃棄物の回収を直営で行うこ
とにより、人件費の増が見込ま
れる。

高齢者はり・きゅう・マッ
サージ等施術費助成

市内に住む７０歳以上の方が、
はり・きゅう等の施術を受ける
場合に、施術費の一部を市が
助成する。

現在実施している小田
原市において、市民や関
係団体（鍼灸マッサージ
師会）への事前周知も図
りつつ、廃止の方向で検
討する。

小田原市では、本事業につい
て、あり方も含めた検討が必
要な事業であると考えてい
る。また、南足柄市でも、過去
に検討を行ったものの、実施
しないと結論付けており、合
併による再実施が現実的で
はないと捉え、本事業につい
ては廃止の方向で検討をす
る。

扶助費が削減できる。

美化清掃車両助成金

地域の環境美化の推進を図る
ため、自治会、子供会等が実
施する美化清掃に伴い、廃棄
物を運搬する車両に対して助
成を行う。

廃止
合併後の市において、廃棄物
の回収を直営で行うことがで
きるため。

16



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
身体障害者手帳１級、２級で本人またはそ
の同居する家屋が所有する自家用自動車
を自ら運転する者のうち、属する世帯全員
の市町村民税の非課税世帯の者

【補助金額等】（１Ｌにつき）
５０円
※限度額２，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
就労移行支援または自立訓練の障害福祉
サービスを利用している者及び身体障害者
更生援護施設に入所している者

【補助金額等】
○訓練のための経費（１月につき）
①視覚障害者更生施設（あんま、はり、きゅ
う科）
  １４，８００円（１５日以上）
  ７，４００円（１５日未満）
②肢体不自由者更生施設、視覚障害者厚
生施設（あんま、はり、きゅう科を除く。）聴
覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生
施設
  ６，３００円（１５日以上）
  ３，１５０円（１５日未満）
③身体障害者授産施設、重度身体障害者
授産施設、身体障害者通所授産施設
  ３，１５０円（１５日以上）
  １,６００円（１５日未満）
④重度身体障害者更生援護施設
  ２，１００円（１５日以上）
  １，０５０円（１５日未満）
○通所のための経費
  次の施設別日額に訓練のために通所した
日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月
の実支出額とを比較して少ない方の額とす
る。
  肢体不自由者更生施設、重度身体障害者
更生援護施設、視覚障害者更生施設、聴
覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生
施設、身体障害者授産施設、重度身体障害
者授産施設、身体障害者通所授産施設　日
額２８０円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
戦傷病者、身体障害者（児）

【補助金額等】
車いすの改造に要する経費の２分の１以内
（上限１０万円）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
・身体障害者手帳１級・２級
・療育手帳Ａ１、Ａ２または児童相談所若しく
は障害者更生相談所において、知能指数が
３５以下と判定された方
・身体障害者３級の手帳を有し、かつ児童相
談所等で、知能指数が５０以下の方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方

【補助金額等】（２か月につき）
１，５１２円

【国、県等からの財源】
市単独事業

南足柄市でのサービス水準が
低下するため、広報や説明会
により市民周知を図る。

特になし 特になし

南足柄市障害者の水道
料金助成金

市営水道を利用する障害者の
みの市町村民税非課税世帯に
対し、基本料金を助成する。

廃止
類似団体で事業を実施してい
る市がなく、歳出削減を図る
ため。

事務量や歳出の削減を
図ることができる。

事務量や歳出の削減を
図ることができる。

南足柄市でのサービス水準が
低下するが、「障がい者福祉タ
クシー利用助成・在宅重度障
害者等福祉タクシー利用助成」
や「障がい者施設等通所者交
通費助成」についてサービスを
充実させることにより、現在の
南足柄市の対象者に対して
サービスの低下をできる限り抑
える。

車いす改造に関する原
動機取り付け助成金

南足柄市更生訓練費支
給

就労移行支援または自立訓練
の障害福祉サービスを利用し
ている者及び身体障害者更生
援護施設に入所している者に
更生訓練費を支給し、社会復
帰の促進を図ることを目的とす
る。

廃止
実績もなく、類似団体も実施
していないため。

特になし

戦傷病者又は身体障害者が
手動車いすに原動機を取り付
け、原動機付き自転車に改造
する費用の一部を助成する。

廃止
実績もなく、類似団体も実施
していないため。

重度身体障害者自動車
燃料費助成

自ら自動車を運転する身体障
害者に対して燃料費を助成す
る。

廃止
歳出額の増加を抑えることを
優先したため。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法
の規定により南足柄市の住民基本台帳に
記録され、前年分の市町村民税非課税世帯
に属する者

【補助金額等】
診断書の作成に要した経費に相当する額
（上限２，０００円）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
災害を受けた乳児又は幼児の保護者

【補助金額等】
○医療見舞金（入院１日につき）
  ２，０００円
○障害見舞金
  要綱別表に定める障害の等級に対応する
額
  （第１級：１，０００万円～
    第１４級：５０，０００円）
  ※障害が２つ以上存するときは、上位の等
級に対応する額
○死亡見舞金
  １００万円
○特別見舞金
  １０万円以内

【国、県等からの財源】
市単独事業

南足柄市障害者診断書
作成料助成金

障害者手帳取得（更新）時の
診断書作成料を助成する。

廃止

現在の給付対象者が南足柄
市１２名と少数であり、類似団
体で事業を実施している市が
なく、歳出削減を図るため。

事務量や歳出の削減を
図ることができる。

南足柄市でのサービス水準が
低下するため、広報や説明会
により市民周知を図る。

現    況

保育所事故見舞金

乳児及び幼児が保育所（児童
福祉法第３５条第３項の規定
に基づき設置）の管理下にお
ける事故等により災害を受け
た場合に、保育所事故見舞金
を支給する。

廃止

南足柄市のみで実施している
が、近年支給の実績はなく類
似団体においても未実施であ
るため。現在両市が加入して
いる民間の災害給付制度で
対応する。

特になし 特になし

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策事務事業名
概    要
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２  奨励金、祝い金

（１）現行どおりとするもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
メダカの生息地周辺に自生している絶滅危
惧種に指定されている希少な植物が、沿道
サービス施設の建設等により除去され消失
しないように、鬼柳地区の一部の農地を、こ
れらの植物の移植地として管理している者

【補助金額等】
８０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
整備をしたメダカビオトープの維持管理の主
体者

【補助金額等】
８０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
３０歳以下の健康な者で、伝統工芸産業に
関し専門的な知識及び技術を習得した後、
１０年以上市内で当該伝統工芸産業に係る
事業に従事する意思のあるもの

【補助金額等】
予算の範囲内で市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
県西地区２市８町、大磯町及び二宮町に住
所を有する者又は構成員の２分の１以上が
南足柄市在住の団体（いずれも１８歳未満）
若しくは足柄高校の団体が全国規模の協議
会、発表会において最高位入賞した場合等

【補助金額等】
○団体表彰
  団体の構成人数に５０，０００円を乗じた額
（上限１００万円）
○個人表彰
  ５０，０００円
○指導者表彰
  ２０万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

現行どおり奨励金を支出
することで、移植地を管
理している者の負担を軽
減し、絶滅危惧種に指定
されている希少な植物を
保護することができる。

特になし

メダカビオトープ奨励金

都市計画道路小田原大井線
の整備に伴いメダカの生息地
が一部消失したことから整備を
したメダカビオトープの維持管
理主体者に奨励金を支出す
る。

現行どおりとする。

類似団体においては、このよ
うな奨励金を支出していると
ころは見当たらないが、小田
原市独自の事業として、都市
計画道路小田原大井線の整
備に伴いメダカの生息地が一
部消失したことから整備をし
たメダカビオトープの維持管
理が必要となるため。

希少な植物移植地維持
管理奨励金

メダカの生息地周辺に自生し
ている絶滅危惧種に指定され
ている希少な植物が消失しな
いように、これらの植物の移植
地として鬼柳地区の農地の一
部を管理している者に対し奨
励金を支出する。

現行どおりとする。

類似団体においては、このよ
うな奨励金を支出していると
ころは見当たらないが、小田
原市独自の事業として、メダ
カの生息地周辺に自生してい
る絶滅危惧種に指定されてい
る希少な植物が、沿道サービ
ス施設の建設等により除去さ
れ消失しないようにする必要
があると考えるため。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

横溝千鶴子教育表彰金

教育、文化、スポーツ等で優秀
な成績または成果を収めた団
体及び個人や顕著な指導実績
を有している指導者等を表彰
し、教育、文化、スポーツの高
揚を図る。

現行どおりとする。

南足柄市の単独事業であり、
対象に一部小田原市が含ま
れるため、現在の内容を維持
する。

特別会計のため、毎年
一定の財源を確保できる
ため、当面の間事業を継
続できる。
元々、個人表彰の対象
者に小田原市在住者も
含まれているので、その
まま継続してもあまり支
障がないと思われる。

特になし

現行どおり奨励金を支出
することで、ビオトープ維
持管理者の負担を軽減
し、メダカビオトープが安
定的に維持されること
で、メダカの保護が図ら
れる。

特になし

伝統工芸産業後継者奨
励金

伝統的工芸産業で後継者が極
めて少ないもののうち、市長が
指定したものについて、専門的
な知識及び技術を習得しようと
する者に対し支援を行う。

現行どおりとする。

小田原市に伝統工芸産業が
存在することが貴重であり、
その貴重な伝統工芸産業に
従事しようとする者に対する
研修等は、業界としても実施
しているところであるが、伝統
工芸産業の衰退抑止につな
がることから現行制度を継続
するものである。

伝統工芸産業に従事し
ようとする者を支援する
ことで、産業を支援する
ことにつながる。

特になし
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（２）小田原市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
特別な研究を行い、または功績のあった個
人・団体、国や世界レベルで大きな記録を樹
立したり、成果を上げたりすることで市民に
明るい希望と誇りを与え、小田原の名を高
めた個人・団体

【対象】
市の発展に寄与し、又は市民の模範と認め
られる行為があった者

【補助金額等】（１人につき）
○功労賞
１００，０００円
○栄誉賞
３０，０００円

【補助金額等】（１人につき）
○一般表彰
７，５６０円相当の記念品

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
以下の事業に参加する場合
（１）国内において行われる全国規模の事業
（予選会又は選考会を経た後に行われる事
業に限る）
（２）海外において行われる事業であって、
国又は国際的な機関が主催するもの
（３）海外とのスポーツ交流又は海外教育事
業等の事業であって、国又は地方公共団体
が主催するもの

【補助金額等】
○国内大会
  個人３，０００円
  団体３０，０００円を上限
○国際大会
  個人２０，０００円
  団体  予算内で市長が別に定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
①償却資産課税台帳に再生可能エネル
ギー事業の認定発電設備の所有者として登
録されている市内事業者
②①に加え、広く市民が参加し、地域の防
災対策を推進し、地域経済を活性化し、継
続可能な事業

【補助金額等】
①対象設備に係る交付申請した年度の償
却資産の固定資産税相当分（交付期間３
年）
②対象設備に係る交付申請した年度の償
却資産（交付期間５年）及び土地（交付期間
１０年間、市街化調整区域のみ対象）の固
定資産税相当分

【国、県等からの財源】
市単独事業

スポーツ振興に対する市
の姿勢を見せることがで
きる。

経費を削減できないが、財源
確保について調査研究する。

再生可能エネルギー事
業奨励金

再生可能エネルギーの利用等
の促進に関する条例に基づ
き、国の固定価格買取制度を
活用し、事業の用として再生可
能エネルギー発電設備を用い
て行う発電事業について、奨
励金の交付を行う。
①再生可能エネルギー事業
②市民参加型再生可能エネル
ギー事業

小田原市の事務処理方
式を適用する。

国の固定価格買取制度を利
用して、事業の用として再生
可能エネルギー発電設備を
用いて行う発電事業に対し
て、事業開始の初期段階に
要する費用の軽減を図ること
により、再生可能エネルギー
導入を促進することができ
る。

スポーツ振興祝い金

要綱に基づき、国又は地方公
共団体が行うスポーツ振興事
業に参加する市民及び市民団
体に祝い金を交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

オリンピック・パラリンピック東
京大会を控え、このタイミング
で祝い金を廃止するのは得
策でないと考え、小田原市の
水準で制度を存続する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

市民功労表彰に係るほ
う賞金
一般表彰に係る報償金

小田原市に関する学術、文
化、教育、福祉等について、特
別な研究を行い、または功績
のあった個人・団体、国や世界
レベルで大きな記録を樹立し
たり、成果を上げたりすること
で市民に明るい希望と誇りを
与え、小田原の名を高めた個
人・団体を表彰する。

市の政治、経済、教育、文化、
社会その他各般にわたって、
市の発展に寄与し、又は市民
の模範と認められる行為が
あった者を表彰し、もって市政
の伸展と民風の高揚を図るこ
とを目的とする。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

表彰者の推薦レベルが高い
小田原市の水準を維持する
ため。

功労表彰を存続すること
で基金も存続できる。

再生可能エネルギー導
入を促進することができ
る。

対象区域が広くなるため、予算
の増額が必要となる。

これまでの南足柄市の表彰者
の推薦レベルを若干上げる必
要がある。
推薦レベルに達しない場合
は、各所管課での表彰制度で
表彰する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
「小田原市企業誘致推進条例」及び「同施行
規則」に基づいて適用決定を受けた事業計
画に基づいて実施された企業の投資

【補助金額等】
当該立地をする企業等が、当該立地をする
日の属する年の翌年の１月１日において、
当該立地に係る事業の用に供している固定
資産に課する固定資産税の税相当額並び
に土地及び家屋に課する都市計画税の税
相当額を合算した額に２分の１を乗じて得た
額（ただし、当該立地をする日の属する年度
の翌年度以降３年度分に限る。）の１割（上
限１億円。決定した交付額を５年間で分割し
て交付）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
「小田原市企業誘致推進条例」及び「同施行
規則」に基づいて適用決定を受けた事業計
画に基づいて実施された企業の投資

【対象】
「南足柄市企業の立地の促進等に関する条
例」及び「同施行規則」に基づいて適用決定
を受けた事業計画に基づいて実施された企
業の投資

【補助金額等】
事業の用に供している固定資産に課する固
定資産税の税相当額並びに土地及び家屋
に課する都市計画税の税相当額を合算した
額に２分の１を乗じて得た額を３年度間、交
付する。ただし拡大再投資の場合は土地に
課する都市計画税は対象外とする。交付の
額は毎年度で変動するが、操業開始日以降
の追加投資に係る税額は対象外とする。

【補助金額等】
対象企業が立地又は拡大再投資の日の属
する年の翌年の１月１日以後最初に賦課さ
れる年度から５年度分（拡大再投資に係るも
のにあっては、４年度分）に限り、固定資産
税を１００分の０．７、都市計画税を１００分
の０．１とする。（拡大再投資に係る奨励措
置は、一事業所につき１回限りとする。）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
「小田原市企業誘致推進条例」及び「同施行
規則」に基づいて適用決定を受けた事業計
画に基づいて実施された企業の投資に伴
い、新たに５人以上の小田原市民を１年以
上継続して雇用する場合を対象とする。ここ
で言う市民とは、操業開始日より６か月以上
前から市内に住所を有するものとする。ただ
し、１０年以上継続して製造業等を営む企業
等は適用対象外とする。

【対象】
「南足柄市企業の立地の促進等に関する条
例」及び「同施行規則」に基づいて決定を受
け立地した企業の投資に伴い、新たに５人
以上の南足柄市民を１年以上継続して雇用
した場合を対象とする。ここで言う市民とは、
操業開始日の１年以上前から市内に住所を
有する者又はその者と生計を一にする家族
が操業開始日の１年前から継続して市内に
住所を有するものものとする。（対象企業が
指定産業集積地域に立地する場合のみ適
用）

【補助金額等】（１人につき）
２０万円（上限１，０００万円・５０人）

【補助金額等】（１人につき）
２０万円（障害者の場合４０万円）
（上限１，４００万円）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

企業等立地奨励金

認定計画に基づき市内の工業
系用途地域に新たに立地する
企業、あるいは市内で１０年以
上製造業等を営む企業の拡大
再投資に対し、その投資金額
に対する企業等立地奨励金を
助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

工場適地面積の多い小田原
市に合わせるため。

南足柄市域への誘致推
進を強化できる。

税額が満額収入されるこ
とにより企業の新規立地
や拡大再投資の効果が
分かりやすくなる。
南足柄市の５年間の不
均一課税より、３年間の
奨励金措置の方が総体
の負担が少なくなる。

南足柄市域立地企業にとって
は支援額が減少する。
（投資額に対する定額補助で
ある）企業等立地促進奨励金
との組み合わせにより、支援
減少にならないようにする。

雇用促進奨励金

認定計画に基づき市内の工業
系用途地域に新たに立地する
企業が、新たに５人以上の小
田原市民を１年以上継続して
雇用する場合、雇用人数に応
じて「雇用促進奨励金」を交付
する。

対象企業が立地のため、新た
に５人（中小企業等は２人）以
上の南足柄市民を１年以上継
続して雇用した場合、雇用人
数に応じて「雇用奨励金」とし
て交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

対象事業が多く見込まれる小
田原市の方式に合わせる。

特になし

南足柄市域への進出を検討す
る企業にとって訴求力が低下
するため、企業等立地奨励金
制度と組み合わせ、メリットを
周知する。

投資促進奨励金

認定計画に基づき市内の工業
系用途地域に新たに立地する
企業、あるいは市内で１０年以
上製造業等を営む企業の拡大
再投資に対し、土地・建物・償
却資産に係る固定資産税・都
市計画税の税相当額の２分の
１の額を「投資促進奨励金」と
して３年度間、助成する。

市長が指定する「指定産業集
積地域」に立地する企業、ある
いは市内に立地後１０年以上
事業活動を行っている企業の
拡大再投資に対し、土地・建
物・償却資産に係る固定資産
税・都市計画税の税相当額の
２分の１の額を賦課される年度
から５年度分(拡大再投資につ
いては４年度分)助成する。(適
用は１事業所につき１回限り)

小田原市の事務処理方
式を適用する。

収めるべきは収め、払うべき
ものは払う考えに則り、不均
一課税ではなく奨励金制度に
統一する。

21



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内で農業経営を行う者
【対象事業】
市内の農地を新たに使用し、かつ、当該農
地を耕作するために概ね６０歳以上の市民
（農業経営を行う者を除く。以下「非農家市
民」という。）を新たに雇用して行う農業（交
付対象期間中における農地面積又は非農
家市民の雇用数の増減は、一の交付対象
事業における事業内容の変更として取り扱
う。）

【補助金額等】
次に掲げる額の合計額（ただし、１，０００円
未満の端数があるときはこれを切り捨てた
額）
（１）交付対象期間中に被雇用者に支払わ
れた賃金の額（ただし、被雇用者１人につき
１月あたり５０，０００円を上限とする。）
（２）交付対象期間中に被雇用者に営農指
導を行う者（申請者を除く）に支払われた謝
礼の額（ただし、１月あたり２０，０００円を上
限とする。）
（３）交付対象事業を実施するために必要な
肥料その他資材等の購入額（ただし、交付
対象期間中、農地面積１０アールあたり５
０，０００円を上限とする。）
（４）交付対象事業を実施するための被雇用
者を募集するための経費（ただし、交付対象
期間中１０万円を上限とする。）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市内において４か月児健康診断の受
診対象となる方

【補助金額等】
乳児１人につき、誕生祝い品１個、コンセプ
トブック１冊

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
（１）高等学校等に在学していること
（２）小田原市に住所を有すること
（３）経済的な理由により高等学校等の修学
が困難であること（生活保護の高等学校就
学費の給付を受けている者は対象外）
（４）品行方正であり、かつ学業成績が優良
であること
（５）国、地方公共団体その他のものから奨
学金の支給又は貸付けを受けていないこと

【対象】
（１）県内の高等学校等に在学していること
（２）南足柄市に住所を有するものであること
（３）学資の支弁が困難であること
（４）学業成績が優良で性行が善良であるこ
と

【補助金額等】（１年につき）
３０，０００円

【補助金額等】（１月につき）
９，３００円

【国、県等からの財源】
小田原市奨学基金からの取崩し（一般会計
に繰入れ）

【国、県等からの財源】
南足柄市育英奨学事業及び就学援助事業
に関する基金からの取り崩し

おだわらウッドスタート誕
生祝い品配付事業

市内に生まれた乳児を持つ親
に対し、木育を啓発するための
コンセプトブック及び地域産木
材を使用した木製おもちゃを配
布するもの。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市で該当する事業が
ないため。

特になし

南足柄市では実施しておら
ず、南足柄市対象者に対し、
配布する場合の方法を検討す
る必要がある。また、財政負担
も増加する。
南足柄市対象者にも配布対象
を拡大することに伴い、配布場
所を増設する。財政負担増に
ついては、木育意識や森林へ
の資金還元を考慮すると難し
い。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。
南足柄市域における農
業者が対象となる。

事業費及び人件費等が増加す
る。

定年帰農者農業支援事
業奨励金

農業の担い手不足及び耕作放
棄地の解消を図るとともに、市
民が生涯にわたり活躍できる
社会の実現に資することを目
的とする。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

県内に実施事例がなく、プロ
ダクティブ・エイジング（生涯
現役社会）実現のため先進的
な事業であるため。

基金の活用であり一般
財源に影響がない。統合
後も募集人数を現状維
持とするならば、年間の
支出額も変わらない。

統合する基金については、就
学援助事業の取扱いなど、趣
旨等の調整が必要となる。
就学援助事業費については、
合併後の全体的予算（一般財
源）でカバーする。

高等学校等奨学金

市に住所があり高等学校等に
在学する、経済的に修学が困
難で成績が優良な生徒を対象
に奨学金を支給する。

市に住所があり高等学校等に
在学する、経済的に修学が困
難で成績が優良な生徒を対象
に奨学金を支給する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

類似の事業であるため。ま
た、募集人数１００人と定めて
いるため、統合しても基金の
取り崩し額が増額になること
はない。南足柄市は月額９，
３００円、小田原市は年額３
０，０００円と異なるが、文科
省の子ども学習費調査の資
料から学用品費を補助する金
額として年額３０，０００円は
妥当であると考えるため。

メリット デメリットと対応策事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方
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（３）南足柄市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
①８８歳、９９歳、１００歳（ただし、平成２９年
度から９９歳は廃止）
②市内最高齢男女
③１００歳の者で内閣総理大臣から祝状及
び記念品の贈呈を受けることとなる者
④結婚６０年・７０年を迎える夫婦
⑤１００歳

【対象】
市内に１年以上在住の当該年度の１００歳
到達者

【補助金額等】
①５，０００円（８８歳）
   １０，０００円（９９歳）
   ３０，０００円（１００歳）
②予算に定める金額の範囲内
  （本人希望の品。１０，０００円以内）
③予算で定める金額の範囲内
  （内閣総理大臣からの祝状を入れる額縁を
贈呈。５，０００円程度）
④祝状及び額縁（予算で定める額）
⑤祝状及び額縁（予算で定める額）

【補助金額等】
５０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

（４）新たな事務事業に再編するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市指定文化財等を管理している者

【対象】
市指定文化財等を管理している者又は保持
している者

【補助金額等】
別添資料参照

【補助金額等】
別添資料参照

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

（５）廃止するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市民及び本市を拠点に活動する団体

【補助金額等】
○国内の事業
  個人５．０００円
  団体１人につき５，０００円
  ※上限３０，０００円
○海外の事業
  個人：派遣参加２０，０００円
          任意参加１０，０００円
  団体：予算の範囲内において市長が別に
定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

デメリットと対応策

デメリットと対応策

デメリットと対応策

敬老祝金品
長寿祝品

高齢者を敬愛し、長寿を祝うた
め、高齢者に対して敬老祝金・
祝品を贈呈する。また、満１００
歳を迎えた者に対し、その長
寿祝品を交付する。
①小田原市敬老祝金
②③④小田原市敬老祝品
⑤小田原市長寿祝品

本市居住の高齢者に対し、敬
老と長寿を祝福し、その家族
の平和と福祉の増進に寄与す
ることを目的に敬老祝金の給
付を行う。

南足柄市の事務処理方
式を適用する。

財政的負担を勘案し、要件を
簡素化し、南足柄市の事務処
理方式を適用するが、今後の
あり方については、関係団体
で組織する検討会等の理解
を得ながら調整していく必要
がある。

財政的負担、事務的負
担が少ない。

影響が出る高齢者数が多い。
小田原市においては、敬老行
事や敬老祝金品の今後のあり
方について、関係団体の代表
者で組織する検討会を開催し
ており、合併に際しても、同様
に関係団体の理解を得ながら
進めていく必要がある。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

指定文化財等管理奨励
金
市指定文化財保存管理
奨励金

個人等で管理している市指定
文化財（ただし無形文化財に
ついては、国・県指定も含む）
若しくは、それに準ずる文化財
の管理者に対して奨励金を支
出する。

個人等で管理している市指定
文化財の所有者等に対して奨
励金を支出する。

新たな水準に再編する。

【補助金額等】
別添資料参照

補助金単価については、両市
の基準単価に差があるため、
支給総額を小田原市の基準
（単価の割合）で配分し新た
な単価を設定する。
なお、単価変動の緩和措置と
して３年間の経過措置を設け
る。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

文化振興事業の参加者
に対する祝い金

文化の振興を図るため、国又
は地方公共団体が行う文化振
興事業に参加した場合に祝い
金を交付する。

廃止

文化の対象が不明確なた
め、また既知の団体のみが申
請する状況が続いており、公
平性が保たれないため。

市民に対する公平性が
保てる。

既知の団体に対する周知が必
要になるため、団体に対する
説明を行っていく。

両市の奨励金額を統一
することで、公平性が保
たれる。

南足柄市の一部の奨励金が
減額となるため、３年間の経過
措置を設け、理解を求める。

事務事業名
概    要 現    況
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
保存樹又は保存樹林の所有者

【補助金額等】
○保存樹（１本につき）
  ３，０００
○保存樹林
  ９００円（生けがきをなす場合、生けがきを
なす片側面積１０㎡につき）
  ８００円（その他の場合１００㎡につき）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
市内在住又は在学の保育園児、幼稚園児、
小学生、中学生、高校生又は大学生が国、
地方公共団体等が行う全国及び国際的な
規模の大会に参加した場合

【補助金額等】
○個人
  ５，０００円（国内）
  ３０，０００円（海外）
○団体
  ３０人を上限に人数により交付額を定める

【国、県等からの財源】
市単独事業（寄附を財源）

【対象】
地域ブランドの開発事業又は特産品等の開
発事業
（この奨励金以外の補助制度の対象となる
ものは、交付対象としない）

【補助金額等】
事業に要した経費の２分の１以内の額
上限：地域ブランドの開発事業１０万円
        特産品等の開発事業５０万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

特になし 特になし

商業振興及び地域活性化が図
られる事業を行う団体に対し、
商業振興及び地域活性化奨励
金を交付する。

廃止
小田原市の類似事業に統合
または個別に支援をし、制度
を廃止する。

事務量の軽減が図られ
る。

経費が削減できる。
樹木の伐採が進む恐れがあ
る。

青少年の文化・スポーツ
振興に関する奨励金

市民からの寄付金を財源に、
青少年の文化・スポーツ活動
の振興を図ることを目的とし
て、市内在住又は在学の保育
園児、幼稚園児、小学生、中
学生、高校生又は大学生が
国、地方公共団体等が行う全
国及び国際的な規模の大会等
に参加した場合に、奨励金を
交付する。

廃止
合併までに原資が尽きるた
め。

保存樹に対する奨励金
健全で美観上優れる樹木・樹
林（保存樹・保存樹林）に対し
奨励金を交付する。

廃止
合併後の市の経費削減や行
革の観点から廃止する。

特になし
商業振興地域活性化奨
励金

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策
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３  利子補給金、資金貸付

（１）現行どおりとするもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
土地開発公社

【補助金額等】
事業用地に対する支払利息、諸経費相当額
を利子等補給金として公社に交付

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
県要綱第２条第１項第１号に定める神奈川
県漁業災害等資金の借入に係る利子支払
事業

【補助金額等】
年利２％とし、利子補給期間は５年を限度

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
資金融資要綱により、金融機関から融資を
受けた者。

【補助金額等】
１，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

（２）小田原市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
「神奈川県企業誘致促進融資要綱」に基づ
く制度融資を受けたもの

【補助金額等】
西湘テクノパークあるいは鬼柳・桑原地区工
業系保留区域のエリアに立地する場合は５
億円までの融資額に係る利子額。
それ以外の地域に立地する場合は１億円ま
での融資額に係る利子額。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
市内で１年以上継続して同一事業を営む者
（市税を滞納していない者で、法人にあって
は、市内に本店又は主たる事務所を有する
者、個人にあっては、市内に１年以上住所を
有している者に限る。）で、小田原市企業振
興資金融資（以下「市融資」という。）を受け
た者

【補助金額等】
○利子補給金
  市融資を受けた額のうち、１億円以下の額
に対する利子として支払った額に係る利子
の全額（利率２．１％）
○信用保証料補助金
  １５万円を上限として支払った信用保証料
額の全額

【国、県等からの財源】
市単独事業

現行どおりとする。

漁業災害資金利子補給金事
務をしているのは、小田原市
だけであり、災害時等の救援
制度であるため。

デメリットと対応策

デメリットと対応策

土地開発公社利子等補
給金

土地開発公社が保有している
事業用地に係る利子相当額や
管理経費相当額を、利子等補
給金として公社に交付し、公社
保有地簿価の増加を抑制す
る。

現行どおりとする。

利子等補給金は、公社経営
健全化計画に基づき、公社保
有土地の簿価上昇を抑制す
るために平成２２年度より交
付している。公社保有の事業
用地の簿価を固定し、市の公
社に対する債務額を明確化
するため、今後も補給金の交
付により簿価上昇を抑制す
る。

公社保有の事業用地に
係る簿価が固定されるた
め、市の将来負担額が
明確化される。

特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

現行のとおり実施するこ
とで、混乱が少ない。

特になし
漁業災害資金利子補給
金

災害及び不漁時における漁業
経営の安定を図るため漁業者
等（神奈川県漁業災害等資金
融資要綱（昭和５２年神奈川県
制定。以下「県要綱」という）第
２条第２号に定める者をいう。）
が行う事業に要する経費に対
し、予算の範囲内において利
子補給金を交付する。

特になし

見直しに対する事務が
発生しない。

特になし

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

大雄山駅前市街地再開
発資金利子補給金

大雄山駅前市街地再開発に伴
う資金の融資に対する利子の
一部を補給する。

現行どおりとする。
南足柄市のみ行っている事
務事業であるため、現行のま
ま継続する。

企業誘致促進融資利子
補給金

工場等の新設、移転又は増設
等を行う企業が、神奈川県企
業誘致促進融資を利用する場
合に、３年間の利子補給を行
う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
神奈川県の制度融資の
変更に合わせ、利子補
給制度も変更し、継続す
る。

神奈川県と協調的に企業誘
致を推進するにあたり、低金
利で据え置き期間があり、雇
用要件付きで最大１０億円ま
での県制度融資は、市外から
の新規立地にあたって特に中
小企業にとっては使いやすい
制度であり、雇用創出にも資
する制度である。県からは金
融機関に対する融資補助金
もあり、前向きな活用が見込
まれることから、県・市が協調
する意義がある。この場合、
神奈川県の制度融資が変更
されるときには市の利子補給
制度もこれに併せて変更す
る。

市外からの新規立地、特
に中小企業の投資意欲
を促進する。
利子補給制度の維持だ
けで、県制度融資のよう
な大規模低金利融資を
アピールでき、投資対効
果が高い。

土地利用の誘導になる
とともに、信用力に乏し
い中小企業への支援と
することで投資を促進す
る。

特になし
企業振興資金融資に係
る利子補給金及び信用
保証料補助金

市内で製造業等を営む中小企
業等が工場適地に移転又は増
設、設備投資等を行う場合に、
小田原市企業振興資金融資を
受けたものに対し、３年間の利
子補給、融資時の信用保証料
補助を実施する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

工業系用途地域への移転や
再投資に使える融資とするこ
とで、市内に散在する中小工
場の工業系用途地域への集
積を図る。
利子補給、信用保証料補助
を組み合わせることで、信用
力に乏しい中小企業の融資
利用を支援する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
神奈川県農業振興資金等利子補給要綱
（平成１１年４月１日施行）第１１条第１項の
規定により担い手育成資金の融資の承認を
受けた農業者

【補助金額等】
融資を受けた額のうち、１，８００万円以下の
額に係る利子支払事業（利子補給対象額の
１．３％以内）。
ただし、利子補給対象期間は借入日から起
算して６年以内で、第５回目の利子償還ま
で。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市特別融資制度推進会議設置要領
（平成７年７月２０日小田原市制定）第２条第
１項の規定により、農業経営基盤強化資金
の貸付けの認定を受けた認定農業者

【補助金額等】
融資を受けた額のうち、１億５，０００万円以
下の額に係る利子支払事業（利子補給対象
額の１．１％以内）。
ただし、利子補給対象期間は利子の支払い
を始めた日の属する月から起算して５年以
内。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市特別融資制度推進会議設置要領
（平成７年７月２０日小田原市制定）第２条第
１項の規定により、農業近代化資金の貸付
けの認定を受けた認定農業者、または、認
定農業者を含む団体等

【対象】
農業振興資金の融資を受けた農業者

【補助金額等】
融資を受けた額のうち、３，６００万円以下の
額に係る利子支払事業（利子補給対象額の
１．１％以内）。
ただし、利子補給対象期間は利子の支払い
を始めた日の属する月から起算して５年以
内。

【補助金額等】
利子補給率は年２．５％以内（ただし、市登
録農家は年３．５％以内）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
かながわ西湘農業協同組合制定の農作物
災害助成資金の融資を受けた小田原市在
住の者

【対象】
自然災害等により農作物に多大な被害を受
けた者の農業経営の再建、安定及び向上を
図るため、資金の融資を受けた者

【補助金額等】
融資を受けた額のうち、５００万円以下の額
に係る利子支払事業（利子補給対象額の
０．５％以内）。
ただし、利子補給対象期間は利子の支払い
を始めた日の属する月から起算して５年以
内。

【補助金額等】
資金の融資年利率のうち０．５％以内の額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

デメリットと対応策

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。
南足柄市域における農
業者が対象となる。

事業費及び人件費等が増加す
る。

事業費及び人件費等が増加す
る。

小田原市認定農業者対
策資金融資利子補給金

認定農業者の農業経営の安
定及び向上を促進するため、
認定農業者が受けた融資につ
いて、利子助成を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

近年農業経営基盤強化資金
を活用する農業者が増加して
おり、その経営を支援するた
め。

小田原市農業後継者対
策資金融資利子補給金

農業後継者の農業経営の安
定及び向上を促進するため、
農業後継者が受けた融資につ
いて、利子助成を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

他市事例に鑑みて補給金額
は妥当と考えられるため。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。
南足柄市域における農
業者が対象となる。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

事業費及び人件費等が増加す
る。

農作物災害助成資金緊
急融資利子補給金
農業災害対策資金利子
補給金

自然災害等により農作物被害
を受けた農家に対して、かなが
わ西湘農業協同組合が貸付け
る「農作物災害助成資金」の融
資利子の補給金を交付するこ
とにより、農業経営の安定及び
向上を促進するため、利子助
成を行う。

自然災害等により農作物被害
を受けた農家に対して、かなが
わ西湘農業協同組合が貸付け
る「農作物災害助成資金」の融
資利子の補給金を交付するこ
とにより、農業経営の安定及び
向上を促進するため、利子助
成を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

ほぼ同一事務であるが、小田
原市の方が明確な要件を定
めているため。

現状とほぼ変わりなく事
務が遂行できる。

特になし

農業近代化資金融資利
子補給金
農業振興資金利子補給
金

農業経営の近代化や合理化を
促進するため、農業近代化資
金の融資を受けた農業者につ
いて、利子助成を行う。

農業経営の近代化や合理化を
促進するため、農業近代化資
金の融資を受けた農業者につ
いて、利子助成を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

農業振興に対し必要である制
度であり、小田原市のほうが
明確な要件を定めているた
め。

利子補給率が低く、市の
財政にかかる負担が少
ない。
小田原市の事務処理方
式を適用する方式を適
用することにより、円滑
に事務が進行できる。
南足柄市域における農
業者が対象となる。
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（３）新たな事務事業に再編するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
当該改造工事を行う建築物の所有者又は
占有者であって、市税を滞納していなく、返
還能力がある者、かつ市内在住の満２０歳
以上で、独立して生計を営んでいる連帯保
証人がいる者

【対象】
（１）告示から１年以内に水洗化及び排水設
備工事を同時に実施すること
（２）融資資金の償還能力を有すること
（３）市内に住所があること
（４）市税等を滞納していないこと
（５）連帯保証人を１人たてること

【補助金額等】
４０万円に大便器の数を乗じて得た額（その
額が４００万円を超えるときは、４００万円）を
超えない範囲内

【補助金額等】
便槽１箇所又はし尿浄化槽１基につき５０，
０００円以上４０万円以内で１０，０００円単位
とし、２００万円を限度とする。
共同住宅は便槽１箇所又はし尿浄化槽１基
につき１００万円

【国、県等からの財源】
貸付金元金収入：２，６４４千円
市単独：１，３５６千円

【国、県等からの財源】
市単独事業

（４）廃止するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
配偶者のない女子又は男子で、２０歳に満
たない者を現に扶養し、本市に居住している
者

【補助金額等】
上限額２０万円（無利子）

【国、県等からの財源】
市単独事業（南足柄市母子及び父子家庭生
活資金貸付基金）

【対象】
母子福祉資金等を借り入れ、１年間元金を
完納した者

【補助金額等】
１年間元金を完納した者に対してその年に
支払った利息分

【国、県等からの財源】
市単独事業

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

母子及び父子家庭生活
資金貸付事業

配偶者のない女子又は配偶者
のない男子で、満２０歳に満た
ない児童を現に扶養しているも
のに対し、生活資金の貸付事
業を行い、母子家庭及び父子
家庭の福祉の増進を図る。

合併と同時に廃止し、新
規の貸付はせず返済の
み管理する。
返済の管理に係る実施
方法等については、現行
を引継ぐ。

類似団体事例もなく県の貸付
制度で対応可能のため。

市独自の貸付の相談対
応が無くなる。

県の貸付が実行される前に資
金が必要な場合など、緊急に
貸付が必要な場合に対応でき
ない。
市独自の貸付が廃止の周知を
し、計画的な貸付相談を案内
する。

現在の小田原市で抱え
る滞納問題の解消、資
金負担の減少、貸付審
査事務の削減及び金融
機関が実施することによ
る返還能力審査の強化
が図られる。

現貸付者の整理（滞納整理含
む）が課題として残る。
新事業へ借換又は一括償還
の依頼又は経過措置として現
貸付者のみ市で直接収納す
る。
滞納者については督促・徴収
を強化し、法的手段も視野に
入れ収納する。場合によって
は放棄の手続きにより債権を
なくす方法を検討・実施する。

事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

水洗便所改造資金貸付
金
融資あっせん事務

公共下水道に接続するために
浄化槽廃止及び汲取り便所改
造工事の資金の貸付及び貸付
金の徴収を行う。

公示から１年以内に水洗化及
び排水設備設置工事を同時に
行う者に対し、その工事に必要
な経費に対し、金融機関から
の融資のあっ旋と利子補給を
する。

南足柄市の事務処理方
式を適用するが、対象要
件については両市の現
状を勘案し、新基準を設
ける。

【対象】
当該改造工事を行う建
築物の所有者又は占有
者（当該改造工事につい
て建築物所有者の同異
を得た場合に限る。）で
あって、当該建築物に居
住しており、市税を滞納
していなく、返還能力が
ある者、かつ市内在住の
満２０歳以上で、独立し
て生計を営んでいる保証
能力のある連帯保証人
がいる者

小田原市の貸付事務は、返
還金の滞納という問題を抱え
ていることや貸付実績も少な
いことから廃止とし、南足柄
市が実施している融資あっ旋
（利子補給）型へ切替えてい
く。

特になし 特になし
母子福祉資金等利子補
給金

母子福祉資金等を借り入れ、１
年間元金を完納した者に対し
てその年に支払った利息分を
支給する。

合併前に廃止
（経過措置あり。最終は
平成３９年度）

本制度は小田原市において
平成２９年４月に廃止予定と
なっている。
（経過措置として平成２８年度
以前に母子福祉資金等の貸
付を受けた者に対する利子補
給は行う。最終は平成３９年
度）

デメリットと対応策
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